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第１章 包括外部監査の概要 

 

１  外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７第１項及び徳島県外部監査契約に基づく監査に関

する条例第２条に基づく包括外部監査 

 

２  選定した特定の事件の名称（テーマ） 

(1) 監査対象 

 住宅施策に係る事務事業の執行について 

 

(2) 監査対象機関 

 住宅課・建築指導室 

 徳島県住宅供給公社 

 徳島県営住宅ＰＦＩ株式会社 

 知事部局において住宅に関連する事務事業を執行する課 

 （環境首都課、労働雇用戦略課、林業戦略課新次元プロジェクト推進室） 

 

(3) 監査の対象とした期間 

 平成３０年度。ただし、必要な範囲で過年度及び令和元年度も対象とした。 

 

３  監査を実施した期間 

令和元年８月６日から令和２年３月２７日まで 

 

４  監査従事者 

(1) 包括外部監査人 

 弁 護 士   堀井 秀知 

 

(2) 包括外部監査人補助者 

 弁 護 士   豊田 泰士 

 公認会計士   藤原  晃 
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５  利害関係 

包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした事件について地方自治

法第２５２条の２９に定める利害関係を有していない。 

 

６  監査テーマ選定の理由 

安定した住宅の確保は、安定した県民生活の基盤であるところ、徳島県において

は、平成２９年３月に「とくしま住生活未来創造計画（第３次徳島県住生活基本計

画）」を策定し、これからの住宅政策における理念や基本方針、推進すべき施策や

目標を定め、県営住宅事業をはじめ、住宅及び住環境の向上を図る様々な住宅施策

を実施している。 

 また、平成３０年３月には、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する施策等をまとめた「徳島県あんしん居住推進計画（徳島県賃貸住宅供給促進

計画）」を策定している。 

 加えて、脱炭素型設備転換支援事業補助や住宅建設資金貸付制度等、これら計画

とは別に様々な観点から住宅施策に関する事業が実施されている。 

 これら住宅施策に係る各事業が適法適切に、また、効率的・経済的に実施されて

いるかどうかは、安定した県民生活の基盤の確保の観点からして重要である。 

 そこで、これら住宅施策に係る各事業が適正に実施されているか等を確認するた

め、外部監査を実施することとした。 

 

７  監査の着眼点 

(1) 各事業が関係法令に準拠して適法適切に実施されているか。 

(2) 各事業が効率的・経済的に実施されているか。 

(3) 各事業の効果の測定や分析等が適切に行われているか。 
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第２章 徳島県住生活基本計画に基づく住宅施策について 

 

１  徳島県の住生活を取り巻く状況 

徳島県の住生活を取り巻く状況については、少子高齢化及び人口減少傾向が続く

とともに、核家族化の進行とともに増加してきた世帯数は減少に転じ、世帯構成に

ついては、単独世帯、夫婦のみの世帯、ひとり親世帯が増加していくと予測されて

いる。また、これまでも世帯増加を上回るペースで住宅が増加してきたが、世帯数

の減少に伴い、空き家の更なる増加が懸念される一方、新設住宅着工戸数は、４，

０００戸／年程度で推移しているのに対し、中古住宅の購入により持ち家を取得し

たケースは約７パーセントにとどまっている。 

 住宅セーフティネットの状況としては、東部圏域及び南部圏域においては、公営

住宅ストックの約３割を県営住宅が占めるとともに、公営住宅法上の耐用年数を経

過した公営住宅は、市町村営住宅を中心に約６分の１存在しており、住宅セーフテ

ィネットとしての県営住宅の果たす役割は大きい。 

 また、南海トラフを震源とする巨大地震による被害想定については、沿岸部を中

心に甚大な被害が発生することが想定されている。 

（出典：徳島県ホームページ「徳島県の住生活を取り巻く状況」） 
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以上の数字は、平成２７年度までの統計資料に基づくものであり、特に、人口・

世帯の状況については、国勢調査（総務省）、日本の地域別将来推計人口（国立社

会保障・人口問題研究所）の数字に基づいているところ、厚生労働省が令和元年１

２月２４日に発表した令和元年の人口動態統計の年間推計によると、日本人の国内

出生数は８６万４，０００人となり、統計開始以来９０万人を初めて下回ることと

なった。平成２９年４月の国立社会保障・人口問題研究所の従来の将来人口推計で

は、出生数が９０万人を下回るのは令和３年と予測されていたことから、推計を上

回るペースで出生数が減少しており、更なる人口減少が懸念されている。 

 本県においても、平成２７年７月に策定された「とくしま人口ビジョン」におい

ては、２０６０年における本県人口について、「６０万人から６５万人超」を確保

するとした数値目標を設定していたところ、令和２年３月に策定の新たな人口ビジ

ョンにおいては、「５５万人から６０万人超」と数値目標を下方修正している。後

述するとおり、国及び本県の住宅施策の基本計画である住生活基本計画において

も、少子高齢化が住環境にもたらす悪影響への対応が喫緊の課題として位置付けら

れているが、更なる人口減少が更なる住環境の悪化につながるという、負のスパイ

ラルに陥ることが懸念されるところである。 

 あわせて、人口減少に伴う社会の変化に対応するための様々な政策の実施がます

ます求められることが予測される一方、人口減少による経済活動の冷え込み等によ

り、自治体の税収も減少するなどして、政策実現のために必要な財源確保がますま

す厳しくなることも懸念される。 

 

 

２  住宅建設五箇年計画から住生活基本計画へ 

自治体が実施する政策は、国の政策と関係していることが多く、住宅政策につい

ても例外ではない。そのため、簡単にではあるが国の住宅政策の変遷について紹介

する。 

 戦後の住宅政策は、大陸等からの引き上げ者の受入れや、戦後の経済成長に伴う

人口の増加を受けた絶対的な住宅不足を解消することから始まり、昭和４１年に住

宅建設計画法が制定され、５年ごとに住宅建設五箇年計画が策定されるようになっ

た。住宅建設五箇年計画においては、まずもって絶対的な住宅不足の解消が目指さ

れたが、全都道府県での一世帯一住宅が昭和４８年に達成され住宅の量が充足され
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た後には、住宅の質の向上に重点を置くようになり、「誘導居住水準」、「住宅性能

水準」等が定められた。この五箇年計画は、国が５年間の住宅の建設目標、公的住

宅の建設事業量を決め、その数値に基づいて都道府県が計画を立てるという、国に

よるトップダウン方式で必要な住宅量の確保と住宅水準の誘導を図ろうとするも

のであった。 

 その後、我が国の経済が高度成長時代を過ぎ、安定成長時代に入るとともに、次

第に人口が減少していく中では、住宅建設というフロー重視ではなく、既存住宅を

活用するというストック重視という発想の転換を迫られるようになった。あわせ

て、民間による住宅市場の成熟に伴い、国民の多様なニーズに合った安全・安心で

良質な住宅が適時・適切に選択ができるよう、民間の力が最大限発揮できる市場の

環境整備を図るとともに、市場において自力では適切な住宅を確保することが困難

な国民に対しては、官が住宅セーフティネットを構築して補うという、住宅市場に

おける官民の役割分担の見直しが迫られるようになった。 

 そこで、平成１８年６月に住生活基本法が制定され、それまでの公営・公庫・公

団住宅の建設戸数目標を中心とした住宅建設五箇年計画は終了し、少子高齢化、人

口減少、世帯減少といった社会情勢の変化を反映し、量から質を重視した「住生活

基本計画（全国計画）」が策定されることとなった。この住生活基本計画において

は、従来の住宅建設五箇年計画とは異なり、国が建設目標戸数を決めて都道府県が

区域内の事業量を決定するというトップダウン方式ではなく、国と都道府県が連携

しつつ、１０年程度先の長期目標が掲げられ、政策評価や社会経済の情勢変化を踏

まえて５年ごとに見直しが行われるという方式に改められた。（以上、住宅五箇年

計画から住生活基本計画への我が国の住宅政策の変遷については、『最新日本の住

宅事情と住生活基本法』国土交通省住宅局住宅政策課監修、住宅法令研究会編集

（ぎょうせい）、『制定！住生活基本法』米山秀隆著（日刊工業新聞社）参照。） 
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    〔住生活基本法の概要〕 

      

      （出典：『最新日本の住宅事情と住生活基本法』国土交通省住宅局住宅政策課監

修、住宅法令研究会編集（ぎょうせい）６９頁） 

 

このように、住生活基本法においては、国は全国計画を定めるとともに、都道府県

において、全国計画に即した都道府県計画を定めることとされた。 

 

 

 

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策

国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策につ
いて、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項について定め
る。

住宅建設五箇年計画（Ｓ４１年度より８次にわたり策定：８次計画はＨ１７年度で終了）

●５年ごとの公営・公庫・公団住宅の建設戸数目標を位置づけ

◇住宅ストックの量の充足
◇本格的な少子高齢化と人口・世帯減少　等

｢量」

か

ら

｢質｣

へ

社会経済情勢の著しい変化

●安全・安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成
●住宅の取引の適正化、流通の円滑化のための住宅市場の環境整備
●住宅困窮者に対する住宅セーフティネットの構築

「現在及び将来の国民の住生活

の基盤である良質な住宅の供給」

など基本理念を定める。

新たな住宅施策への転換

●都道府県内における施策の基本的

　方針

●地域特性に応じた目標・施策

●公営住宅の供給目標

都道府県計画

全国計画に

即して策定

責務 基本的施策

住生活基本計画の策定

●住生活の安定の確保及び向上の促進に関するアウトカム目標の設定

●成果指標を位置づけ(耐震化率，バリアフリー化率，省エネ化率，住宅性能表示実施率など）

●施策の基本的方針

●全国的見地からの目標・施策

●施策評価の実施

全国計画

国，地方公共団体，住宅関連事

業者，居住者など関係者それぞ

れの責務を定める。

国，地方公共団体は，住生活の安

定の確保及び向上の促進のため

に必要な施策を講ずる。

基本理念
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   〔住生活基本計画の構成イメージ〕 

       

（出典：『最新日本の住宅事情と住生活基本法』国土交通省住宅局住宅政策課

監修、住宅法令研究会編集（ぎょうせい）７１頁） 

 

 

３  徳島県住生活基本計画の策定とその位置付け 

本県においては、平成１９年３月に「徳島県住生活基本計画」（以下「第１次計

画」という。）が策定され、「良質な住宅ストックの形成と既存ストックの活用」、

「良好な居住環境の形成」、「多様なニーズに対応した住宅市場の環境整備」及び

「住宅セーフティネットの構築」が目標として掲げられ、既存の住宅ストックを長

持ちさせ活用する施策、防災に関する施策、高齢者や子育て世帯に対応する施策等

が具体的な施策とされ、目標ごとに達成すべき指標が定められた。 

 その後、平成２３年３月に全国計画が変更されると、平成２４年３月に「第２次

徳島県住生活基本計画」（以下「第２次計画」という。）が策定された。第２次計画

においては「災害に強い住環境の構築」、「充実した住環境の構築」、「住宅の長寿命

「住宅性能水準指針」

「住環境水準指針」

「居住面積水準指針」　等

※全国計画における「水準」を基本としつ

　つ，消費者等にわかりやすい構成・表

　現に工夫。

高齢者居住安定法の「基本方針」

マンション管理円滑化法の「基本方針」

市町村計画
(任意計画）

18条2項

住生活基本計画
(都道府県計画）

国民・事業者の
行動・判断の「指針」

１７条

公営住宅法

公共団体
公営住宅の整備

国
整備費への補助

①計画期間＜10年間を想定＞

②施策の基本方針

③目標(定性的目標・定量的目標）

④公営住宅の「供給戸数」目標

⑤基本的施策　等

「重点供給地域」・・・政令指定された都府

　　　　　　　　　　　　県のみ

基本的施策　等

１５条

目標の前提となる水準

「住宅性能水準」

「住環境水準」

「居住面積水準」

目標の達成状況を示す定量的目標

(建設戸数目標は定めない）

計画期間
＜10年間を想定＞

施策の基本方針
＜ストック重視・市場重視等＞

住生活の安定向上の目標

目標(定性的目標）

①良質な住宅ストックの形成

②良好な居住環境の形成

③住宅市場の環境整備

④国民の居住の安定の確保

住生活基本計画
(全国計画）
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化の推進」、「住宅市場の環境整備」及び「住宅困窮者の解消」が目標として掲げら

れ、達成すべき指標の数は削減されたが、基本的には第１次計画を踏襲する目標、

施策が掲げられた。 

 平成２８年３月に変更された全国計画においては、「少子高齢化・人口減少の急

速な進展」、「世帯数の減少により空き家がさらに増加」、「リフォーム・既存住宅流

通等の住宅ストック活用型市場への転換の遅れ」、「地域のコミュニティが希薄化

しているなど居住環境の質が低下」など、主に人口や世帯数の動向に関する課題、

住宅ストックに関する課題を特に示すとともに、「居住者」、「住宅ストック」及び

「産業・地域」の３つの視点から、「若年、子育て世帯や高齢者が安心して暮らす

ことができる住生活の実現」、「既存住宅の流通と空き家の利活用を促進し、住宅ス

トック型市場への転換を加速」及び「住生活を支え、強い経済を実現する担い手と

しての住生活産業の活性化」を図るための８つの目標が定められている。（全国計

画（平成２８～３７年度）については、『２０２５年の住宅事情 図解住生活基本

計画』国土交通省住宅局住宅政策課監修、住生活研究会編集（ぎょうせい）参照。） 

 

〔全国計画（平成２８～３７年度）の３つの視点と８つの目標の概要〕 

 

① 居住者からの視点 

 目標１ 結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して 

暮らせる住生活の実現 

 目標２ 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現 

 目標３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

② 住宅ストックからの視点 

 目標４ 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築 

 目標５ 建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストック 

への更新 

 目標６ 急増する空き家の活用・除却の推進 

③ 産業・地域からの視点 

 目標７ 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長 

 目標８ 住宅地の魅力の維持・向上 
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平成２８年の全国計画の変更に対応して、本県においても、平成２９年３月に「第

３次徳島県住生活基本計画」（以下「第３次計画」という。）が策定された。この全

国計画を受けて定められた第３次計画においては、「性能が高く良質な住まいづく

り、安全安心で魅力あるまちづくりの推進」、「住生活産業を担う人材の育成、良い

ものが消費者等に選ばれる市場環境整備の推進」、「市町村による、総合的なまちづ

くりの視点に立った、戦略的な施策の実施の促進」という３つの基本方針が定めら

れるとともに、「災害に強い住環境の構築」、「地方創生の推進」、「安心して暮らせ

る住生活の実現」、「ストック活用型市場への転換の加速」及び「住宅政策を支える

市場環境の整備」が重視すべき視点とされ、第３次計画においても、第１次計画、

第２次計画における目標、施策を踏襲しているが、平成２７年度に、本県において

全国初の制度として「とくしま地方創生空き家判定士」（以下「空き家判定士」と

いう。）の制度が制定されたことを受け、空き家判定士による利活用可能な空き家

の判定件数、市町村における「空家等対策計画」数、老朽危険建築物の除却戸数等

が新たな指標として加えられ、空き家判定士を活用した施策が新たに加えられてい

る。 

 以上のとおり、第３次計画は、まずもって住生活基本法第１７条第１項に基づく

都道府県計画として位置付けられるものであるが、それだけにとどまるものではな

く、本県の総合計画である「新未来『創造』とくしま行動計画」及びまち・ひと・

しごと創生法に基づく計画である「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」の基本目

標のうち、住宅政策に関する項目の実現に向けた課題や施策を具体化したものと位

置付けられている。また、「『とくしま－０(ゼロ)作戦』地震対策行動計画」、「徳島

県公共施設等総合管理計画」、「徳島県公営住宅等長寿命化計画」をはじめとする、

県の定める他分野の計画との調和を図るとともに、県の住宅施策に係る事業計画の

策定や、市町村が地域の実情に応じた住宅施策を展開していく上での指針とされて

いる。また、第３次計画を上位計画として、平成３０年に「徳島県あんしん居住推

進計画（徳島県賃貸住宅供給促進計画）」が策定されている。 
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 第３次計画の概要 

 

 

         （出典：徳島県ホームページ「とくしま住生活未来創造計画の概要」） 
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前記の変遷を経て、現在、第３次計画の施策が遂行されている。監査人は住宅課

に対し、第３次計画に掲げる各施策を中心に質問を行い、回答を得た（資料１、資

料２参照）。 

 以下、第３次計画全般についての検証をまず行った後、各施策の実施状況につい

て検証を行うこととする。ただし、同計画に定められている施策のうち、「視点１ 

災害に強い住環境の構築について」に関しては、意見を述べる前提として県の災害

対応の施策全体の検討が不可欠な施策が含まれているところ、係る施策について

は、災害対応の施策に対する監査を実施した上で意見を述べることが適当であると

考えられる上、その調査にも相当の期間を要することから、一部の施策については

今回の監査の対象からは除外した。 

 なお、県営住宅に関する検証については、その分量からして別章を設けるととも

に、第３次計画における位置付けが必ずしも明確とはいえない諸施策についても、

別章を設ける。 

 

 

４  監査の結果及び意見（第３次計画全体について） 

(1) 県が定める他の計画との連携等について 

住宅は、住民の生活の基盤であるとともに、まちを構成する基本単位でもある

から、そもそも住民の住まいを確保できなければ、その地域は、原理的に、まち

として存続することは不可能となる。そのため、第３次計画は、住宅政策の基本

計画として位置付けられているのであるが、唯一のものではないため、住宅政策

も、他の政策と独立して実現できるものではなく、それぞれの政策の連携や調和

を図ることが必要とされている。 

 殊に、戦後進められてきたまずもって住宅の量の確保という、行政にとっても

達成目標が分かりやすい目的を実現するための住宅政策から、ミクロの観点から

は、住宅の質の確保という、住民一人一人の多様なニーズへの目配りを必要とす

る住宅政策、マクロの観点からは、人口減少に対応するためのまちづくりの実現

に資する住宅政策への転換が求められている現状に鑑みると、よりきめ細やかな

他の政策との連携が必要とされている。 

 第３次計画は、「新未来『創造』とくしま行動計画」や「ｖｓ東京『とくしま

回帰』総合戦略」、「『とくしま－０(ゼロ)作戦』地震対策行動計画」等の県が定
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める他の計画との連携や調和を意識した策定がなされていることがうかがわれ、

この観点からは評価できる。 

 もっとも、例えば第４章で検討している諸制度のように、第３次計画からすれ

ば、住宅政策としても位置付けられるべき施策であるにもかかわらず、適切に第

３次計画に位置付けられているとは言い難い施策が見られるため、所管を越えた

総合的な連携や調整をより推進していく必要がある。特に、住宅の質の確保とい

う観点からは、福祉政策との総合的な連携は不可欠であり、県庁内においても、

それぞれの部署が実施する住宅関係の政策の情報交換や総合調整を実現するた

めに、より横断的な対応を可能とする仕組みが検討されるべきである。 

 

（意見１） 

 住生活基本計画が、住宅政策に関する基本計画であり、他の政策との連携や調

和がより求められている現状に鑑み、県が定める他の計画等との間で、より密接

な連携を図るとともに、県庁内においても、それぞれの部署が実施する住宅関係

の政策の情報交換や総合調整を実現するために、より横断的な対応を可能とする

仕組みが検討されるべきである。 

 

(2) ＰＤＣＡサイクルについて 

平成１８年９月及び平成２８年３月に策定された住生活基本計画（全国計画）

においては「施策の効果について定期的な分析・評価を行う」及び「統計調査に

ついても、本計画に基づく施策に対応して所要の見直し・拡充を行う」とされ、

また、本県の第３次計画においても「計画に基づく施策の実施にあたっては、Ｐ

ＤＣＡサイクルを確立し、実施した施策や事業の効果を検証し、改善を実施する

ものとする」とされている。つまり、住生活基本計画においては、統計的な指標

を活用し、目標設定、行動計画、実行、効果の測定及び評価、反省点を踏まえて

の再計画の策定といったＰＤＣＡサイクルを推し進めることが前提とされてい

る。 

 本県の第３次計画においては「重視すべき視点」が５項目掲げられ、５項目そ

れぞれについて「基本目標」、「基本的な施策」及び「成果指標」が示されている。

ＰＤＣＡサイクルを推し進めるに当たっては、策定の単位は「基本的な施策」ご

とであると考えるが、資料１における監査人からの質問「各施策における単年度
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又は複数年度の目標数値」、「目標数値に係る達成度合の測定方法」、「今後４年間

での目標数値の達成について、現状での進捗状況、今後の見込み」との質問に対

しては、回答欄が空欄となっている施策が多い。また資料２における監査人から

の質問「平成３０年度終了時点における指標の達成度合」との質問に対しては、

「住宅・土地統計調査を元に算出しており、平成３０年度は、まだ集計の公表が

されていないため、算出ができません」との回答が目立つ。つまり、各施策のＰ

ＤＣＡサイクルを進めるに当たって、本来は、施策ごとに目標が設定され、目標

を実現するための行動計画、人員配置、責任分担、適時に効果が測定できる指標、

効果測定の方法等が定められた上で施策が実行され、その後、反省点を踏まえて

計画の見直しが行われるべきであるが、これらの回答を見る限りでは、計画策定

当初において、具体的な行動計画、効果測定の方法、検証可能性について十分な

検討が為されていなかった可能性もあり、ＰＤＣＡサイクルの推し進め方につい

てのルールが不十分であった可能性もある。 

 この点、住生活基本計画は、１０年計画として策定されているものの、５年ご

とに見直しを行うという建て付けになっており、実質的には５年計画と評価でき

るものである。そして、第４次計画の策定に当たっては、当然、５年ごとに国が

実施する住宅・土地統計調査を基にすべきものではあるものの、昨今の社会情勢

の変化のスピードからすると、各次計画内において、よりきめ細やかなＰＤＣＡ

サイクルの策定（例えば、可能な限り単年度ごと、最低でも、５年計画を前期・

後期に分けた半期ごと）が検討されるべきであり、あわせて、住宅・土地統計調

査以外にも達成度合を測ることができる指標が検討されるべきである。 

 また、本県の住生活基本計画の策定に際しては、第１次計画、第２次計画及び

第３次計画共に「住生活基本計画策定委員会」が設置されている。第３次計画策

定に当たっての委員会の議事によれば、様々な観点から議論は行われているが、

次期計画に関する議論が中心であり、前計画の指標の達成度合やＰＤＣＡサイク

ルに関する検証については、委員に対して詳細な資料の提供が行われた上で議論

が行われているとは言い難い。 

 次期の計画策定に当たっては、前計画における指標の達成度合に関する検証

や、施策ごとにどのようにＰＤＣＡサイクルを実行したのかという点についても

相当の議論を行った上で、次期計画に関する議論をスタートすべきであり、また

次期計画についても施策ごとに具体的なＰＤＣＡサイクルを示した上で、委員会
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において検討が為されるべきである。 

 

（意見２） 

 住生活基本計画においては、「基本的な施策」ごとにＰＤＣＡサイクルを推し

進めるべきであるが、施策の展開、検証において、具体性を欠くと思われる施策

もあり、施策ごとにＰＤＣＡサイクルの各段階において何を行うのか、次期計画

について検討するとともに、よりきめ細やかなＰＤＣＡサイクルの策定の検討が

望まれる。 

 

（意見３） 

 次期計画の策定においては、住生活基本計画策定委員会に対して、前計画の施

策ごとのＰＤＣＡサイクルや指標の達成について検証資料を提示し、議論が為さ

れた上で、次期計画の議論をスタートすべきである。 

 

(3) 成果指標の策定について 

前記４(2)のように本県の住生活基本計画においては、視点ごとに成果指標が

定められている。この成果指標は資料３に記載のとおり、国の住生活基本計画に

掲げられている指標に類似したものとなっている。いくつかの指標については、

第１次計画及び第２次計画においては指標とされていたが、第３次計画において

指標とされていない。また、第１次計画において指標とされ、第２次計画におい

ては指標から外され、第３次計画において再度指標とされているものもある。こ

の点について担当課によると、別の施策に政策主旨を集約した、あるいは、類似

の指標の向上を優先的に進めることとしたといった理由によるとのことである。 

 しかし、政策的な事情はあるにせよ、目標として掲げた指標を削除するのであ

れば、その理由やその後の管理について公表しなければ、計画の読者に対する情

報提供が不足し、施策の有効性の検証が難しくなる。例えば、第１次計画におい

て「住宅セーフティネットの構築のうち高度のバリアフリー化」について、平成

２７年度に２５パーセントを達成するという指標が掲げられたが、第２次計画、

第３次計画において削除されている。その理由について、担当課によれば、当面

は、高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率の指標が低いことを踏まえて、そ

の向上を優先的に進めることとしたために削除したとのことであるが、高齢者の
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居住する住宅のバリアフリー化率については、第１次計画において、平成２７年

度に７５パーセントを達成することとされていたが、平成２５年度時点での実績

は約３９パーセントにとどまっている。このように、バリアフリー化については、

目標として掲げた各指標を大きく下回る状況となっているが、一部指標を削除し

ただけでは、その事情や背景について、十分な情報提供が行われているとは言い

難く、今後の施策について幅広く意見を聴取することができない。今後、指標を

削除するのであれば、その理由やその後の管理について計画において公表すべき

であり、更に新たな指標を設けるのであれば、その理由・背景等について公表す

べきである。 

 

（意見４） 

 計画における指標は、新たな計画策定時に削除されるケースがあるが、その場

合は、削除の理由、その後の管理についても、計画において、公表すべきである

し、新たな指標を設けるのであれば、その理由・背景等についても公表すべきで

ある。 

 

(4) 市町村との連携について 

平成１８年に策定された住生活基本計画（全国計画）によると「都道府県にお

いては、本計画に即して都道府県計画を定めることとされているが、より地域に

密着した行政主体である市町村においても施策の方向性を示す基本的な計画を

策定することを促進することとし、必要な情報の提供などを通じて強力に支援す

る」とされている。すなわち、県においては、市町村に必要な情報を提供し、市

町村における住生活基本計画の策定を後押しする役割が期待されている。本県の

第３次計画における視点５においても「市町村における『住生活基本計画』の策

定等による戦略的・計画的な施策の実施を促進する」とされている。しかし、現

在、本県の市町村において住生活基本計画を策定している市町村は、徳島市のみ

である。本県が策定している住生活基本計画においては、老朽危険空き家・空き

建築物の除却の促進等、市町村が実施主体となる施策のみならず、街なみ環境の

整備や住環境のユニバーサルデザイン化等により各地域のブランド力を高める

ことによってストックの価値を上昇させる等、地域に密着した施策が多く掲げら

れており、このような施策を実現するためには、市町村における長期的な住生活
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基本計画が根幹となるはずである。 

 また前記４（3）の成果指標についても、市町村における計画との連動を考慮

すべきであるし、一部の指標については市町村の指標の積み上げによって県の指

標が構成されるべきであり、この点からも市町村の住生活基本計画を欠くことは

できない。 

 したがって、本県の住生活基本計画策定においては、市町村における住生活基

本計画を重要な基礎資料と位置付けるべきであり、市町村における計画策定を強

力に後押しすべきである。また、相互の計画に齟齬や矛盾が生じることのないよ

う、住宅政策における市町村との連携をより密にすべきである。 

 

（意見５） 

 本県の住生活基本計画策定においては、各市町村における住生活基本計画を重

要な基礎資料と位置付けるべきであるが、住生活基本計画を策定している市町村

は徳島市のみにとどまっている。県は、各市町村の住生活基本計画の策定を強力

に後押しするとともに、住宅政策における市町村との連携をより密にすべきであ

る。 

 

 

５  監査の結果及び意見（第３次計画に掲げられている各施策について） 

第３次計画に定められた各施策に係る事業の管理及び財務事務の執行について

は、第３次計画は５つの視点ごとに施策をまとめていることから、以下、それぞれ

の視点ごとに検討する（ただし、県営住宅に関しては、別章を設けることは前述の

とおり）。 

 

視点１ 災害に強い住環境の構築  

視点１に掲げられている施策は、①「命を守る」対策の促進等に関する施策、

②「地域を守る」対策の促進等に関する施策、③災害が発生した場合の住宅の確

保に関する施策の三本柱で構成されているが、前述したとおり、①「命を守る」

対策の促進等に関する施策と③災害が発生した場合の住宅の確保に関する施策

については、県の災害対応の施策全体について監査を実施した上で意見を述べる

ことが適当であると考えられるため、今回の監査の対象からは外している。 
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(1) 「地域を守る」対策の促進等 

ア 老朽危険空き家・空き建築物の除去の促進 

 本県は前記３記載のとおり、平成２７年度に、空き家判定士の制度を創設し

た。空き家判定士は、建築士が養成講習受講等の要件を満たすことによって県

に登録される。登録された空き家判定士は、市町村から委託を受けている「と

くしま回帰」住宅対策総合支援センタ―（以下「住宅対策総合支援センター」

という。）から依頼を受け、空き家の現地調査を行う。１次判定では、空き家

が利活用可能な空き家か、あるいは老朽危険空き家・空き建築物かの判定を行

い、その後、２次判定として利活用や除却に向けた詳細調査を行う。判定の結

果、利活用可能とされた物件については、市町村及び住宅対策総合支援センタ

ーが運営を行う「空き家バンク」への登録支援を行う。この一連の空き家判定

業務及び除却業務に関し、県は市町村に対して、交付要綱に基づき、補助金を

交付している。 

 前述の空き家判定から老朽危険空き家・空き建築物の除却に繋げる施策につ

いては一定の効果を上げており、平成２２年度から平成３０年度までに、当該

補助金制度を利用して老朽危険空き家・空き建築物の除却が完了した件数は１，

０６８戸となっており、平成３０年度までの直近３年間においても除却戸数は

増加傾向にある。 
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  直近３年間の老朽危険空き家・空き建築物除却戸数（市町村別） 

  

   

 老朽危険空き家・空き建築物は、平時においても、街の美観を損ねるだけで

なく、防犯や防災、まちづくりの障害となっており、災害時においても、その

倒壊等により、避難経路を塞いだり、近隣の被害を受けなかった住家への二次

被害をもたらすとともに、復興まちづくりの障害となることが過去の災害から

徳島市 56 75 74

鳴門市 15 17 17

小松島市 8 10 11

阿南市 12 13 20

吉野川市 30 23 31

阿波市 6 8 15

美馬市 10 16 10

三好市 7 8 8

勝浦町 2 3 5

上勝町

佐那河内村 1

石井町 2 9 4

神山町 1 1 1

那賀町 6 7 6

牟岐町 12 13 11

美波町 4 9 15

海陽町 16 20 16

松茂町 1 1 3

北島町 3 4 5

藍住町 4 1 3

板野町 1 1 2

上板町 4 3

つるぎ町 11 10 6

東みよし町 1 1 8

合計 212 253 272

平成28年度 平成29年度 平成30年度
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知られており、南海トラフ巨大地震、中央構造線・活断層地震での死者ゼロの

実現を目指す本県においては、その対応は喫緊の課題であるところ、除却戸数

が増加していることについては評価されるべきであり、今後も、推進されるこ

とが期待される。 

 これに対し、「地震時等に著しく危険な密集市街地において、市町による重

点的な対策を促進する」という施策に関しては、進捗状況は思わしくない。平

成２４年７月に国土交通省から「地震時等に著しく危険な密集市街地」として

県内約２９．５ヘクタールが指定された。市町別には、鳴門市が約３．４ヘク

タール、牟岐町が約１．８ヘクタール、美波町が約２４．３ヘクタールであり、

いずれも主に、高齢化の進む漁村集落である。当該指定集落のうち、平成３０

年度末における解消済面積は約３．３ヘクタールとされており、成果指標とし

て掲げている「平成３２年度におおむね解消」とする目標の達成は危ぶまれる

状況である。 

       

  

 これらの密集市街地について、それぞれの市町で策定している空家等対策計

画において、その存在については記載されているが、具体的な解消策について

の記載はない。災害時に危険な密集市街地の解消については、空き家の除却の

みならず、建物の不燃化、道路の整備など地域特性に応じた複合的な施策が必

要であり、進捗が遅れている要因を分析し、県から市町へ後押しがより必要で

ある。 
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（意見６） 

 地震時等に著しく危険な密集市街地の解消については、進捗状況が遅れてお

り、市町の取組への後押しがより一層必要である。 

 

イ 住宅対策総合支援センターを核とした市町村支援の加速 

 本施策においては、県が市町村における空家等対策計画の策定を支援するこ

ととされている。令和元年９月末時点では、県内２４市町村のうち１６市町村

において空家等対策計画を策定済みであり、指標における目標数を上回ってお

り、この点は評価されてよい。 

 ただし、各市町村の計画の密度はそれぞれであり、基本的な方針の記載にと

どまり、第３次計画に掲げられている「地域ごとのまちの将来像や提示する住

環境、ライフスタイルと整合した、市町村における空き家等の利活用の方針」

といった、まちの将来像については触れられていない計画も見られる。計画を

策定していない市町村への更なる後押しや、既に策定された計画の中身を充実

させるための情報提供、技術的支援や県の方針と整合した計画策定への指導が

望まれる。 

 また、住宅対策総合支援センターでは、ホームページにおいて、空き家情報

を提供しているところ、その提供方法については、以下のとおりである。まず、

トップページにある「空き家バンク」のボタンをクリックすると、「とくしま

回帰」空き家情報バンク及び市町村の空き家バンクの文字が表示され、「とく

しま回帰」空き家情報バンクの文字をクリックすると、徳島県住宅供給公社（以

下「公社」という。）が分譲した団地の空き家情報のページに移動する。一方、

市町村の空き家バンクの文字をクリックすると、徳島県の地図を利用した市町

村空き家バンクのページが表示され、各市町村の空き家バンク（専用サイトを

作成していない５つの市町村を除く）のページが別ページで開くとともに、徳

島県の地図を利用したページの末尾に「とくしま回帰」空き家情報バンクのバ

ナーを貼り付け、このバナーをクリックすることで、前述した「とくしま回帰」

空き家情報バンクのページに移動する仕組みとなっている。 
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（出典：「とくしま回帰」住宅対策総合支援センターホームページ） 

 

 もっとも、これらの市町村が運営する空き家バンクと、「とくしま回帰」空

き家情報バンクとがいかなる関係にあるのかは、サイト上からは必ずしも明ら
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かではない上（利用者からすると、なぜ公社の住宅団地の情報だけ外出しされ

ているのかも不明である。）、「とくしま回帰」空き家情報バンクにはいかなる

地域のいかなる情報が掲載されているのかも、直ちには分からない作りになっ

ている。さらに、市町村の運営するサイトにおいては、中古物件に関して公開

している情報が統一されておらず、部屋ごとの写真、所在地、賃貸希望額、売

却希望額、当該市町村の子育てに関する施策等を公開している市町村もあれば、

中古物件をサイトに登録する際の手続のみを掲載している市町村もある。 

 このように、結局、どこにアクセスすると、どの地域に関する情報がどの程

度得られるのか、サイト中における導線、説明も不十分であるため、非常に分

かりづらい。 

 今後、中古物件の市場の充実を図るためには、中古物件について開示する情

報を統一し、情報利用者が比較検討できるように改める必要があり、また、利

用者にとって分かりやすい誘導、説明を工夫する必要がある。また、学校、病

院、ハザードマップ等の地域特有の情報や既存住宅売買瑕疵保険、インスペク

ション（建物状況調査）についても、空き家バンクにおいて積極的に開示すべ

きである。 

 

（意見７） 

 今後、空家等対策計画を策定していない市町村や計画の中身を充実させる必

要のある市町村については、県からの更なる支援が必要である。 

 

（意見８） 

 空き家バンクにおいて提供されている情報は市町村によって大きく異なっ

ており、「とくしま回帰」空き家情報バンクと市町村バンクの違いも不明確で

あるため、比較が難しく分かりづらい。地域の情報やインスペクション等も含

め、どのような情報を提供することが中古住宅市場の活性化に繋がるのか検討

し、開示する情報を統一し、分かりやすく伝える等の改善が必要である。 

 

   

視点２ 地方創生の推進  

(1) 空き家の利活用等の促進 
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ア 移住・定住のための住まいや拠点づくりの促進 

 本施策は「空き家等の生活体験施設や交流施設等の他用途への転換、リノベ

ーションを支援する」としており、美波町等において、まちづくりへの拠点施

設へのリノベーションを支援したことが実績とされている。「空き家ストック」

の増加が著しい中、拠点施設等へ転換できるものは積極的に転換するという施

策は推し進めるべきであるが、本施策の支援実績は４市町にとどまっており、

現状においては、支援対象の候補はないとのことである。また、支援後、施策

がどのような効果を及ぼしたのか、生活体験施設や交流施設の利用度、来客数

がどのくらいであるかといった議論は、市町村との間でなされていないとのこ

とである。 

 しかし、フロー重視の住宅政策からストック重視の住宅政策への転換を進め

るためには、既存空き家の利活用をいかに図るかは重要な課題であるところ、

世帯数を上回る住家が存在する現状に鑑みると、既存空き家を全て住居として

利用することは非現実的なのであるから、他用途への転換はより積極的に進め

られる必要がある。また、こうした利活用の促進は、老朽危険空き家・空き建

築物の増加防止にも繋がることが期待できる。 

 ＰＤＣＡの観点から、各市町村において住生活基本計画が策定され、地域ご

とのブランド力を高める施策の中で、他の市町村の事例、ノウハウを県と協議、

検討した上で、生活体験施設や交流施設の活用が提起され、各市町村の候補の

中から県が優先順位を付し、支援を実施し、さらに事例、ノウハウを蓄積し、

市町村に還元するというサイクルを繰り返すべきであるが、現状は、各市町村

が独自に起案した支援要望について、県が補助の適否を検討するという流れに

とどまっている。 

 今後、市町村からの要望を受けてから支援の適否を検討するのではなく、事

例に基づく情報、ノウハウを県と市町村が共有し、市町村のブランディング戦

略に県が積極的に支援を行う必要がある。 

 なお、県の定める「とくしま地方創生空き家判定マニュアル」（２０１６年

２月制定）によれば、利活用可能と判定された空き家についてのリフォームプ

ランニング業務についても、空き家判定士や住宅対策総合支援センターから建

築士事務所を紹介して行うこととされており、その活用策としては、「セカン

ドハウス」や「工房、アトリエ、オフィス」といった民間利用だけでなく、「図
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書館、集会施設、展示施設」といった自治体ないし公的な利用を念頭においた

活用策も提示されている。このリフォームプランニング業務を更に発展させた

仕組みを検討することも一案である。 

 

      （出典：とくしま地方創生空き家判定マニュアル 「空き家の活用策」） 

 

 ところで、自治体ないし公的な利用を念頭においた利活用については、当該

空き家の利活用という観点のみならず、当該空き家を利活用することによる地

域の活性化や地域づくりという面の観点からの検討が必要となる。また、過去

の大規模災害においては、復興まちづくりにおける住民の合意と官民連携のあ

り方が繰り返し課題として指摘されているところ、平時において官民連携が図

られてきた地域では、住民がより主体的に復興まちづくりに関わり、住民の合

意や官民連携が比較的スムースに進むとともに、より早い地域再建に繋がって

いることが知られている。そのため、空き家の利活用においても、地域住民の

まちづくりへの主体的な参画を図る仕組みは検討されてよい。 

 その際、復興まちづくりにおいては、行政と住民の橋渡しを行うとともに、

計画策定の支援を行う専門家が活用されており、諸外国においても官民連携に

よる空き家対策がとられていることが参考になろう。（本県も所属する関西広

域連合は、平成２５年３月２９日、阪神淡路大震災において復興まちづくりの

支援を行った阪神・淡路まちづくり支援機構（現近畿災害対策まちづくり支援

機構）との間で復興まちづくりの支援に関する協定を締結している。また、諸

外国における空き家対策については、「世界の空き家対策 公民連携による不

定住用住宅 移住者向けの定住用住宅として利用

セカンドハウス 県内外の住民が週末や休暇時の別荘として利用

図書館
地域の家庭から古本を持ちより、地域の図書館として利用する。子供たちの放課後
の居場所にもなる。

集会施設 公民館やイベント会場、コミュニティハウス等、地域の交流場所として活用

カフェ･レストラン 地域の食材を活かしたカフェやレストランとして利用する。

介護施設
地域規模でのデイケアサービス等、介護施設として利用。古民家の雰囲気は高齢者
にとって慣れ親しんだものであり、精神的に安らげる空間となる。

宿泊施設 空き家を民宿等にリフォームして利用する。

物販施設 産直や地域の特産品等を販売する店舗として利用する。

託児所
短時間の預かり保育ができる場所として活用。時間のある年配者と若年層の共働き
夫婦が、地域内でマッチして運営することもできる。

展示施設
体験施設

地域の歴史資料館や博物館等、小規模な展示施設として活用。農業や地域の伝統工
芸等の体験施設としても利用できる。

工房 地域で活動する陶器・磁器・木工・漆器・和紙等の作家の工房として活用

アトリエ
アートスペース

芸術家が宿泊しながら創作活動をする場所として活用。造った作品を展示する場と
しても利用できる。

オフィス 内部をオフィススペースに改装し、サテライトオフィス等として活用

住居

交流施設

職場
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動産活用とエリア再生」米山秀隆編著 学芸出版社参照） 

 

（意見９） 

 空き家等を生活体験施設や交流施設等に用途を転換する施策においては、事

例に基づく情報、ノウハウを県が集約した上で市町村と共有し、市町村のブラ

ンディング戦略に県が積極的に支援を行う必要がある。 

 

(2) 県産木材による良質な木造住宅の振興等 

ア 木造住宅の生産に関わる者の連携等による木造住宅の建設や県産木材利用の

促進 

 当施策は「県産木材による木造住宅の建設等を促進する」としている。本県

は、徳島県木材認証機構において、徳島県産木材に対して、産地認証、品質認

証、違法伐採対策としての合法性の証明を行っている。その他にも、林業従事

者の増加、設備の更新等の施策の推進、木材自給率の上昇等の環境的な要因も

あいまって、県産木材の県内における消費量は、「とくしま木材利用指針」が

策定された翌年度である平成２３年度には約８万立方メートルであったが、平

成３０年度には約１２万立方メートルとなり、大きく増加している。 

 

  

 

 一方では、リフォームや中古住宅市場の充実等、ストックを重視する施策も

展開されており、一見すると木材需要の観点からは相反する施策のようにも思

われる。今後、住宅着工戸数は、大きく減少することが想定されており、県内

における木材需要を縮小させないためには、リフォームや中古住宅市場と関連

した需要を喚起させる施策が必要となる。つまり、後述する視点４(1)アと重

なるが、インスペクション等を有効に活用し、中古住宅の売買時における診断

だけではなく、既存住宅の定期的な木材の劣化診断、修繕箇所に応じた県産木

材の適切な当て込み、リフォームによる住宅寿命の伸長、リフォームによる中

古市場での価値の維持等の情報を住宅所有者に対して提供できる体制を整備

県内の県産木材消費量 (㎥）
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

民間部門 73,681 77,815 99,578 94,062 90,445 125,703 127,834 114,450
公共部門 13,233 16,983 17,086 17,225 11,614 10,535 11,365 8,623

合計 86,914 94,798 116,664 111,287 102,059 136,238 139,199 123,073
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していく等、県産木材がリフォームにおいて積極的に使用される施策が必要で

ある。このような施策を実行するためには、県産木材の経年劣化、利用分野ご

との評価、事例、リフォームによる効果等の定期的な評価分析による基礎デー

タが必要であり、専門家を通して、データを提供する体制、ルール作りも必要

である。 

 

（意見１０） 

 今後、住宅着工戸数の減少が想定される中、県産木材の市場を縮小させない

ためには、インスペクション等を活用し、リフォーム等に県産木材が積極的に

使用されることを目指すなど、ストック重視の施策と適合した施策の展開が必

要である。このような施策を展開するためには、県産木材の経年劣化、利用分

野ごとの評価、事例、リフォームによる効果等の基礎データ及びデータを提供

する体制、ルール作りも必要である。 

 

イ 公営住宅の整備等における県産木材の利用の促進 

 資料１の監査人からの質問に対する回答によれば、平成２５年に「徳島県県

産材利用促進条例」は施行されているが、特段の施策、分析等は行われていな

い。公営住宅のリフォームに当たっては、県産木材を利用することにより、賃

貸住宅リフォームにおける県産木材の利用例としてＰＲできる可能性もあり、

事業者、入居者との意見交換、データ収集の場として利用できる可能性もある。

策定段階における当該施策の想定と現状との比較、分析を行い、当該施策の今

後の推進方法、次期計画における修正等を検討すべきである。 

 また、新浜町団地県営住宅の建替えを進めており、令和２年度の当初予算に

は設計費用が計上された。当該建替工事においては、建築基準法の改正により

４階建て以上の中層木造建築物や耐火建築物とすべき地域でも、木を隠さずに

見せることができる、いわゆる「木のあらわし」が設計しやすくなったことを

踏まえ、全国に先駆けた「あらわしによる４階建て木造住宅への挑戦」が予定

されている。このような取組は、公営住宅における木材利用の積極的な取組と

して、大きな期待が持たれる。 
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（意見１１） 

 公営住宅の整備等における県産木材の利用の促進については、賃貸住宅リフ

ォームにおける県産木材利用実績等として利用できる可能性もあり、具体的な

施策の推進、分析等が必要である。 

 

(3) 美しい街なみや良好な居住環境の形成促進 

ア 美しい街なみ等を活かしたまちづくりの促進 

 当施策は、「地域の文化に根ざした街なみ環境や空き家等の再生など、美し

い街なみの整備等を通じた地域のブランド力を高める取組を促進する」として

おり、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づく「三

好市歴史的風致維持向上計画」が挙げられている。 

 歴史的な街なみの整備による市町村のブランディング戦略についても、他の

市町村の事例、ノウハウを県が集約した上で県が積極的に情報提供を行う必要

がある。 

 

（意見１２） 

 歴史的な街なみの整備による市町村のブランディング戦略について、事例、

ノウハウを県が集約した上で市町村と共有するなど県が積極的に情報提供を

行う必要がある。 

 

 

視点３ 安心して暮らせる住生活の実現  

(1) 高齢者等が自立して暮らすことができる住生活の実現 

主に高齢者に対応した住環境の整備に関する施策が掲げられており、「新築の

サービス付き高齢者向け住宅」については年々増加しているが、「空き家等を改

修したサービス付高齢者向け住宅の整備等の支援」及び「市町村による高齢者居

住安定確保計画の策定」について、現在のところ事例はないとのことである。ま

た、資料１の監査人からの質問に対する回答においても、具体的な施策の策定及

び検証に乏しい。策定段階における当該施策の想定と現状との比較、分析を行い、

当該施策の今後の推進方法、次期計画における修正等を検討すべきである。さら

に成果指標についての検証は、５年ごとの住宅・土地統計調査の結果を待たなけ
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れば算出できないものもあり、適時な検証が可能な指標を検討すべきである。 

 また、指標、具体的な施策の策定及び検証に関しては、県の高齢者等に関する

施策全般との連携や調整が必要であると考えられることから、その担当部署とも

より密接な連携がなされることが望まれる。 

 

（意見１３） 

 施策として掲げられている高齢者に対応した住環境の整備については、具体的

な成果に結びついていない。今後の施策の推進方法、適切な指標について検討す

る必要がある。 

 また、指標、具体的な施策の策定及び検証に関しては、県の高齢者等に関する

政策全般との連携や調整が必要であると考えられることから、その担当部署とも

より密接な連携がなされることが望まれる。 

 

(2) 子育て世帯等が安心して暮らせる住生活の実現 

ア 子育て世帯等に適した民間住宅の供給促進 

 資料１の監査人からの質問に対する回答によれば、５市町村が住宅金融支援

機構と連携し、子育て支援型の借入金利の引下げを行っているとのことである。

しかし、当該施策が掲げる「子育て世帯等に適した規模や性能を持った民間賃

貸住宅の供給の促進」や「子育て世帯にとって魅力的な既存住宅の流通の促進」

といった施策の具体的な成果に乏しい。 

 策定段階における当該施策の想定と現状との比較、分析を行い、当該施策の

今後の推進方法、次期計画における修正等を検討すべきである。さらに成果指

標についての検証は、５年ごとの住宅・土地統計調査の結果を待たなければ算

出できないものもあり、適時に検証が可能な指標を検討すべきである。 

 また、指標、具体的な施策の策定及び検証に関しては、県の子育て世帯等に

関する施策全般との連携や調整が必要であると考えられることから、その担当

部署ともより密接な連携がなされることが望まれる。 

 

（意見１４） 

 施策として掲げられている子育て世帯に適した民間住宅の供給促進、子育て

世帯にとって魅力的な既存住宅の流通の促進といった施策については、具体的
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な成果が乏しい。今後の施策の推進方法、適切な指標について検討する必要が

ある。 

 また、指標、具体的な施策の策定及び検証に関しては、県の子育て世帯等に

関する施策全般との連携や調整が必要であると考えられることから、その担当

部署ともより密接な連携がなされることが望まれる。 

 

イ 公営住宅団地等を活用した地域の生活支援・多世代交流機能の充実 

 計画においては、公営住宅の建替え等に当たり、交流・生活支援機能の付加

を推進することとされている。平成２４年２月に策定された徳島県県営住宅集

約化ＰＦＩ事業実施方針によれば、ＰＦＩ事業として整備する名東(東)団地県

営住宅、万代町団地県営住宅、津田松原団地県営住宅のいずれにおいても福祉、

利便施設を併設するものとされ、当該方針に基づき、名東(東)団地県営住宅及

び万代町団地県営住宅においては、サービス付き高齢者向け住宅及び小規模多

機能ホーム、津田松原団地県営住宅においては、障害者生活支援センター、居

宅介護支援事業所及び訪問介護事業所が併設されている。 

 監査人が視察をした万代町団地県営住宅において、福祉施設を運営する民間

事業者に聴取したところ、月１回、徳島県営住宅ＰＦＩ株式会社（以下「ＰＦ

Ｉ株式会社」という。）が実施する高齢者巡回に福祉施設職員が同行し、介護

保険の説明や健康相談等に応じているほか、２か月に１回、自治会との意見交

換を行っている一方、県営住宅からサービス付き高齢者向け住宅に移った方は

おらず、食事の介護サービスについても県営住宅の入居者の利用は２名のみと

のことであり、また、事業者が開催するイベントへの参加者も少ないとのこと

である。この点、福祉サービスを利用するに際し、どの事業者を利用するのか

は、個人の自由である上、一般に、県営住宅の入居者の収入では、サービス付

き高齢者向け住宅に移ることは困難であることは差し引く必要があり、前述し

た高齢者巡回への同行や健康相談、自治会との意見交換は、自治会とのヒアリ

ングにおいても好評であり、また、サービス付き高齢者向け住宅は満室である

とのことであり、地域の福祉拠点としては十分に活用されていると推測され評

価できる。 

 もっとも、徳島県県営住宅集約化ＰＦＩ事業要求水準書（修正版平成２４年

８月３日）においては、福祉施設等事業の目的として、「公有財産の有効活用
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の観点から（中略）人口減少社会・超高齢社会・少子化に対応した社会福祉ニ

ーズへの新たなサービスが提供されることを目的」とし、「福祉施設等事業者

は、本事業において県営住宅入居者等の福祉に資する事業を、各県営住宅整備

予定地につき１事業以上を実施されるもの」と定めており、この県営住宅の入

居者の福祉に資する事業という観点からは、事業者が開催するイベント等によ

り入居者の利用を促す方策を検討するなど、更なる取組が検討されてよい。今

後、前記３つの団地における福祉施設の利用状況の調査を行い、より入居者が

利用しやすい福祉サービスのあり方について検討するとともに、今後の県営住

宅の整備に当たっては、これら３団地での状況を踏まえた上での検討が必要で

ある。 

 

（意見１５） 

 ＰＦＩ事業によって整備した県営住宅においては、併設した福祉施設の実施

するサービスについて、福祉施設の利用状況の調査を行い、より入居者が利用

しやすい福祉サービスのあり方について検討するとともに、今後の県営住宅の

整備に当たっては、３団地での状況を踏まえた上での検討が必要である。 

 

 

視点４ ストック活用型市場環境の整備  

(1) リフォーム等の促進による住宅ストックの質の向上 

ア 適切な点検や修繕の実施による住宅の長寿命化の促進 

 資料１の監査人からの施策の内容に関する質問に対しては「イベントでの普

及・啓発活動を実施」と回答されている。当該施策の目的は、点検、修繕のタ

イミングや必要性について、専門家からの意見を得て、適時、適切な点検、修

繕を行うことにより、どの程度の修繕を行えば、将来の大きな修繕を防ぐこと

ができ、また中古住宅市場における価値の維持にどの程度繋がるかといったデ

ータを住宅の所有者に提供し、点検、修繕を促進することにある。担当課から

提出された各種イベントのチラシ等においては、点検、修繕を促進する内容と

なっているが、点検、修繕を促す具体的なデータ提供までは行われていないよ

うである。前記視点２(2)アの意見とも重なるが、今後、住宅履歴情報を整備

し、点検、修繕が住宅の価値の維持にどのように繋がるかデータ化し、提供で
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きる体制を整備すべきである。 

 また、成果指標についての検証は、５年ごとの住宅・土地統計調査の結果を

待たなければ算出できないとされており、適時に検証が可能な指標を検討すべ

きである。 

 

（意見１６） 

 今後、点検、修繕が住宅の価値の維持にどのように繋がるか、住宅の所有者

に情報を提供することによって、住宅の長寿命化の促進を図るべきである。ま

た成果指標についても適時に検証が可能な指標を検討すべきである。 

 

(2) 既存住宅の価値を高める制度の普及 

ア インスペクション等の活用による消費者への情報提供の促進 

 資料１の監査人からの質問に対しては、具体的な施策、指標等の記載はない。

平成３０年度から、中古住宅の質を向上させ、売買の活性化を図る狙いで、宅

地建物取引業者に、媒介契約において建物状況調査を実施するインスペクター

のあっせんに関する事項を記載した書面を交付すること、買主等に対して建物

状況調査の結果の概要等を重要事項として説明すること、売買等の契約の成立

時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付

して売買契約を締結することが義務付けられた。インスペクションは、中古住

宅市場活性化に、大きな意味を持つ施策と期待されており、また前記視点２(2)

ア記載のようにインスペクションを活用することにより、中古住宅の価値の維

持、定期的なリフォームによる県産木材の需要拡大に繋がる可能性もある。空

き家バンクにおいての情報開示はもちろんのこと、住宅関連事業者のみならず、

県民に対して広く周知を図るべき制度であり、具体的な施策の展開を望みたい。 

 

（意見１７） 

 インスペクションについては、中古住宅市場の活性化等の施策において非常

に重要な役割を果たすと考えられる。インスペクションの周知、活用について

積極的な施策の展開が必要である。 
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イ 資産として継承できる良質な住宅の供給促進、良質な住宅を建設等する際の負

担軽減施策の周知 

 資料１の監査人からの質問に対しては、市町村がフラット３５との連携をし

ていると回答されているが、その他に特段の施策が行われているわけではない。 

 本施策は、長期優良住宅等良質な住宅を建築すれば、建築コストは上がるが、

税制面での優遇が受けられる点、住宅寿命が延びる点、将来中古住宅として売

却、賃貸する際に有利である点、環境負荷が低減される点等の情報、データを

建築主に提供し、良質な住宅の供給を促進することが目的である。今後、住宅

の建築を考える者に対して、良質な住宅を建築することによるメリットを伝え

ることができるよう、住宅関連事業者へのデータ提供等、具体的な施策の展開

を望みたい。 

 

（意見１８） 

 今後、良質な住宅を建築することにより、将来、ストックとしての価値が維

持されることをデータとして建築主に提供できるよう、住宅関連事業者へのデ

ータ提供等、具体的な施策の展開が必要である。 

  

 

(3) 環境負荷に配慮した住生活の促進等 

ア 住宅ストックの省エネルギー性能の向上の加速、再生可能エネルギーの導入等

による環境負荷の低減 

 監査人からの質問に対する回答によれば、これらの施策においては、「建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」等、法定された制度に適合する

住宅等の認定が主な内容とのことである。本来は、施策に掲げられているよう

に、住宅の認定にとどまらず、照明のＬＥＤ化、節水型衛生器具の採用、通風

や採光の工夫により冷暖房設備や照明機器に過度に依存しない住宅等、環境負

荷の低い住宅の促進を行うべきであり、そのためには、本県における事例収集

や環境負荷低減のデータ収集、更には中古住宅市場における価値の維持といっ

た観点でのデータの収集、周知といった活動を積極的に行うべきである。 
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（意見１９） 

 環境負荷に配慮した住生活の促進においては、法令に適合した住宅の認定に

とどまらず、本県における事例収集や環境負荷低減のデータ収集、更には中古

住宅市場における価値の維持といった観点でのデータの収集、周知といった活

動を積極的に行うべきである。 

 

  

視点５ 住宅政策を支える市場環境の整備  

(1) 住生活産業を支える人材の育成 

ア 民間事業者が住宅政策の担い手として活躍する仕組みの構築・外部の専門家等

と地域住民等との協働の促進 

 資料１の監査人からの質問に対して、担当課は、空き家判定士の活動、耐震

に関する講習会の開催を当該施策の実施内容として回答されている。専門家を

活用した空き家の判定、講習会による技術者の育成も重要ではあるが、民間事

業者が住宅施策の担い手として活躍する、あるいは専門家や地域住民との協働

を目指すのであれば、まずは専門家、地域住民がストック重視の施策について

理解をし、専門家や地域住民から現状について意見聴取をし、話合いができる

仕組みを作らなければならない。その仕組みの中で、専門家や地域住民が参画

できる分野、手法を見出すべきであるが、現状は、視点１(1)イ記載の空き家

バンクの整備状況や第３章記載の県営住宅の管理状況を鑑みると、専門家、地

域住民から意見聴取が行われ、施策に反映されているとは言い難い。住宅政策

は、県民の日々の生活にまさに密着した政策であるし、行政からは見えづらい

様々な市場を対象としなければならないため、専門家、地域住民からの不断の

意見聴取は政策目的の実現に不可欠である。 

 今後、まずは、専門家、地域住民から十分な意見聴取ができる仕組みを作り、

その意見を反映させた上で、専門家、地域住民の施策への参画を促すべきであ

る。 

 

（意見２０） 

 専門家や地域住民が施策の担い手となり、協働するためには、まずは専門家

等から現状についての意見聴取を行う仕組みを作る必要があり、その意見を反
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映させた上で、施策への参画を促すべきである。 

 

イ 住宅ストックビジネス等の活性化の推進 

 住宅ストックビジネスとは、不動産の利活用や維持管理から収益が生み出さ

れる業態のことであり、中古住宅に関する分野であれば、インスペクション、

リフォーム、売買、賃貸、保険等が考えられる。資料１の監査人からの質問に

対しては、講習会の開催や空き家バンクの活用が施策の実施内容と回答されて

いるが、現状において、住宅ストックビジネスの活性化が期待できる施策が実

施されているとは言い難い。前記視点１(1)イ記載のように、空き家バンクの

サイトは利用しづらい状況であるし、インスペクションや既存住宅売買瑕疵保

険の情報等、中古住宅市場の活性化に役立つと期待される制度についても、積

極的に情報提供が行われているとは言い難い。 

 今後、空き家バンクにおける情報提供を改善し、インスペクションや既存住

宅売買瑕疵保険等、住宅ストックビジネスの活性化を促す制度を積極的にＰＲ

すべきである。 

 

（意見２１） 

 住宅ストックビジネスを活性化するためには、空き家バンクにおける情報提

供を改善し、インスペクションや既存住宅売買瑕疵保険の情報提供を積極的に

行うべきである。 

 

(2) 安心して住宅を取得等できる市場環境の整備 

ア 消費者が必要な情報に容易にアクセスできるよう、分かりやすい広報・情報提

供を推進 

 施策の内容として、県庁ホームページ上のサブサイト「まったなし住まいの

耐震化」及び「とくしま住宅相談ガイド」の運営等を通じてインターネットに

よる情報発信を推進する、としている。「まったなし住まいの耐震化」のサイ

トでは、耐震化に関するイベント、講習会の情報、補助金の実績、工事費の平

均等が掲載されているが、このサイトを見ても、工事前に具体的にどのような

問題点が存在し、どのような検討の結果、工事を実行することになったのか等、

サイトの閲覧者が自らの所有物件に事例を当てはめてイメージすることはで
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きず、耐震化工事を検討する住民に対して、分かりやすく情報開示が行われて

いるとは言い難い。また「とくしま住宅相談ガイド」は、各種協会、協議会等

の連絡先が羅列されているリンク集となっている。空き家バンクに対する意見

とも重なるが、これらのサイトにおいても、どのような立場の者にどのような

情報を提供しようとしているかという意図が分かりづらく、導線が不親切と言

わざるを得ない。今後、各サイトにおいて、利用者の立場に応じた情報提供を

するための導線を充実し、具体的なイメージを想起できるように工夫をすべき

である。 

 

（意見２２） 

 住宅に関する情報提供を担っているサイトの中には、導線が不十分なため、

利用者の立場に応じた分かりやすい情報提供を行うことができていないサイ

トがある。今後、各サイトにおいて、利用者の立場に応じた情報提供をするた

めの導線を充実し、具体的なイメージを想起できるように工夫をすべきである。 

 

(3) 県民の理解・協力の基礎となる住育等の推進 

ア 林業関係者と連携した「木育」の推進 

 本県においては、令和元年７月から「スマート林業プロジェクト」を実施し、

森林資源の循環利用、豊かな森づくりなどをテーマとして各種施策を展開して

いる。この一環として「とくしま木づかい県民会議」の設立、「とくしま木づ

かいフェア」、「全国木育サミットｉｎ徳島」など各種体験イベントも開催され

ている。今後、これらのノウハウを活かし、森林環境税の活用により需要が増

加することが予測される木育に活用すべきである。 

 森林環境税は、令和６年度から国民一人当たり１，０００円が課税され、国

から、都道府県、市町村に、私有林人工林面積、林業就業者及び人口による基

準で、譲与するとされている。国民への賦課に先行し、令和元年度から自治体

への譲与は開始されており、満額譲与される令和３年度以降は、本県全体では

約１１億８，０００万円が譲与される見込みとなっている。森林環境税の使途

については、「森林整備及びその促進に関する費用」とされているところ、例

えば、県においては、森林整備を実施する市町村への支援等に関する費用、市

町村においては、干ばつや人材育成・担い手確保、木材利用の促進や普及啓発
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等事業の実施が可能と考えられることから、木育のための財源として譲与税を

充てる自治体が増えることが予想されている。 

 このような中、本県においても、平成３０年７月、約４万ヘクタールの森林

を所有する那賀町と森林を所有しない北島町が協定を結び、森林や木材に触れ

る交流活動や体験イベントを実施し、住民の交流を深めながら森林環境への理

解を深める、木材の利用促進を促す、といった取組がなされている。 

 今後、本県全体で、効果的、効率的に森林環境税を使うためには、家庭、学

校、職場、地域において、対象とする世代ごと、また季節ごとに、どのような

木育のメニューを準備するか、適切な実施主体はどこか、県と各市町村の役割

分担をどうするかといった具体的なプランの策定が必要とされる。そして、森

林環境税の制度上、その使途について県がメニュー策定するものとされていな

くとも、市町村の創意工夫を促すとともに、県全体として調和のとれた政策を

実施していくためには、総合的に情報の収集・分析を行って市町村を支援する

ことができる県が果たすべき役割は大きいというべきである。また、そのプラ

ンを分かりやすく県民に開示することにより、木育を受ける機会を確保し、立

場に応じたプランを選択できる体制を整備することも必要である。さらに担当

している林業戦略課だけが施策を策定するのではなく、住宅課とも横断的に協

議をし、ストックを重視する住宅施策、例えば適時適切な点検、修繕、工法の

工夫等による住宅価値の維持等についても、木育の一環として知識の普及に努

めるべきである。 

 なお、監査人の質問に対する回答は、資料１のとおりであるが、この回答は、

木育を主管している林業戦略課と第３次計画全体を主管している住宅課との

間で十分にはすり合わせがなされていなかったことがうかがえる。すなわち、

県が令和元年７月に定めた「スマート林業プロジェクト」においても、木育に

ついて言及されており、行動目標も定められているが、前記の回答には、これ

らについて触れられていない。前記（意見１）のとおり、よりきめ細やかな連

携が必要である。 

  

（意見２３） 

 今後、森林環境税の地方への譲与額が増加することが想定される中、これま

で行われた体験イベント等のノウハウを活かし、県全体として効果的、効率的
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に木育を行うことができるよう、各市町村の特徴に応じた役割分担、メニュー

の策定、開示が必要であるところ、総合的に情報を収集・分析することができ

る県としてはより積極的に市町村等への支援を実施する必要がある。さらに、

住宅課とも横断的に協議し、ストック重視の住宅施策についても、知識の普及

に努めるべきである。 

 

イ 消費者等に施策イメージを持ってもらうための取組の推進 

 資料１の監査人からの質問に対して、公社が分譲するパストラルゆたか野に

おいて、長期優良住宅等の住宅展示による技術の周知と販売促進を行ったとの

ことであるが、計画に記載されている空き家等の改修、仮設住宅モデルの見学

会、耐震改修工法の動画の発信等への取組も、今後、具体化を願いたい。 

 

（意見２４） 

 今後、計画に記載されている空き家等の改修、仮設住宅モデルの見学会、耐

震改修工法の動画の発信等への取組も具体化すべきである。 
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54 

 

資料１ 

 

 

 

①  施策の実施主体・役割分担
（県の外郭団体、市町村、民間
の団体等、実施主体又は施策
に関わる団体）

②  施策の実施について、
民間の団体等を活用すべ
き分野の有無、企業等の動
機付け

③  各施策に関わる関係法
令、ガイドライン等

④  各施策における単年
度又は複数年度の目標
数値（成果指標でも可）

①  耐震性を有しない住
宅の耐震改修等の促進

県（市町村に対する財政支
援）、市町村

耐震診断から工事において
耐震の知識やノウハウを
持った建築士、耐震改修施
工者を活用

建築物の耐震改修の促進に
関する法律

令和２年度末耐震化率
１００％

②  耐震化に係る多様な
支援策の展開

県（市町村に対する財政支
援）、市町村

－ 建築物の耐震改修の促進に
関する法律

－

③  「命を守る」住まい方
の普及促進

県、市町村（連携） 普及啓発において耐震の
知識を持った建築士を活用

建築物の耐震改修の促進に
関する法律

－

④  耐震化に係る相談体
制の整備や技術者の育
成

県 普及啓発において耐震の
知識を持った建築士を活用

建築物の耐震改修の促進に
関する法律

－

⑤  県産材の活用や工
期・経済性に配慮した耐
震改修工法の普及促進

県 普及啓発において耐震の
知識を持った建築士を活用

建築物の耐震改修の促進に
関する法律

－

① 老朽危険空き家・空き
建築物の除去の促進

市町村
県（市町村に対する財政支援）

空き家判定士は、除却のた
めの詳細調査を行う。

・空家等対策の推進に関す
る特別措置法
・徳島県空き家再生等促進
事業補助金交付要綱

除却戸数（累計）
（１）とくしま住生活未来
創造計画
平成37年度：2000戸
（２）「未知への挑戦」とく
しま行動計画
令和4年度：1600戸

② 住宅対策総合支援セ
ンターを核とした市町村支
援の加速

住宅対策総合支援センター（空
き家判定士を市町村へ派遣）
県（空き家判定士の認定、市町
村に対する財政支援）

空き家判定士に認定には、
県内の建築士事務所に所
属することが条件となって
いる。

・とくしま地方創生空き家判
定マニュアル
・特定空家等対策マニュアル
・徳島県空き家再生等促進
事業補助金交付要綱

空き家判定士の育成
平成30年度：100人
（ＶＳ東京「とくしま回帰」
総合戦略）

③ 適正管理の促進によ
る老朽危険空き家等の発
生の抑制

住宅対策総合支援センター 相談窓口の運営には、弁
護士・税理士・建築士・宅
地建物取引士等の不動産
の専門家の協力をいただい
ている。

－ －

④  避難路や緊急輸送路
の確保に係る安全対策の
促進

県（市町村に対する財政支
援）、市町村

耐震診断から工事において
耐震の知識やノウハウを
持った建築士、耐震改修施
工者を活用

建築物の耐震改修の促進に
関する法律

－

⑤  公営住宅の活用等に
よる地域の防災力の向上

県
市町村

－ ・津波避難ビル等に係るガイ
ドライン
・津波避難ビル等の構造上
の要件

H26年度に整備目標達
成済

① 「応急仮設住宅供給マ
ニュアル」の深化

県 大規模災害が発生した時
に、応急仮設住宅の供給
が可能な団体との連携が
必要である。

災害救助法
応急仮設住宅供給マニュア
ル

－

② 徳島の気候風土に根
ざした「循環型徳島モデ
ル」の構築・推進

県 一般社団法人全国木造建
設事業協会

災害救助法 －

③ 民間住宅を含めた住
宅供給体制の構築

県
市町村
宅建協会

あり
宅建協会（活用中）

徳島県応急仮設住宅供給マ
ニュアル

－

④ 被災建築物応急危険
度判定の実施体制の強
化

県・・全般
市町村・・事業主体
建築士会・・判定士育成等

あり
建築士会（活用中）

なし －

視
点
１
　
災
害
に
強
い
住
環
境
の
構
築

（1）「命を守る」対策の促進等

（2）「地域を守る」対策の促進等

（3）災害が発生した場合の住宅の確保

　　　　　　　　　　　質問事項

　　基本的な施策



 

55 

 

 

 

 

 

⑤  左記④の目標
数値に係る達成度
合の測定方法

⑥  各施策の実施状況(30年
度）

⑦ 各施策の予算の収支
状況(H30年度）

⑧  各施策の効果・分
析等(H30年度）

⑨  今後4年間での目
標数値の達成につい
て、現状での進捗状
況、今後の見込み

⑩  第１次計画又は第２次計画に
掲げた施策について長期的な成果
指標の達成度合（第１次計画、第２
次計画に掲げていない施策につい
ては、第３次計画に掲げた理由）

５年ごとに総務省
から発表される住
宅・土地統計調査
を基に推計

各支援制度への補助 H30木造住宅耐震化促進
事業（明許除く）
予算：135,986千円
決算：106,306千円

各支援制度の活用に
より促進が図られた。

引き続き支援制度の
継続と、普及啓発が
必要

（長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

－ 本格改修事業への補助率や
上限額の引き上げ

H30木造住宅耐震化促進
事業（明許除く）
予算：135,986千円
決算：106,306千円

支援拡充により工事
数の増加が図られ
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

－ 耐震出前講座や相談会の実
施

H30木造住宅耐震化促進
事業（明許除く）
予算：135,986千円
決算：106,306千円

イベント等の機会を捉
まえ普及啓発に努め
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

－ 耐震相談や技術者養成講習
会の実施

H30木造住宅耐震化促進
事業（明許除く）
予算：135,986千円
決算：106,306千円

講習会の開催により
技術者の育成に努め
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

－ 耐震出前講座や相談会の実
施

H30木造住宅耐震化促進
事業（明許除く）
予算：135,986千円
決算：106,306千円

イベント等の機会を捉
まえ普及啓発に努め
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

空き家等の除却戸
数

1068戸 市町村に対する除却費用
の補助
予算額：14,000千円
執行額：13,865千円

地域の安全性が確保
された。

順調に達成している。 （長期的な成果指標の達成度合）
順調に達成している。

空き家判定士の育
成数

117人
空き家判定士による2次調査
が266件実施された。
牟岐町の空家対策計画の策
定を支援した。

住宅対策総合支援セン
ターの運営委託
予算額：16,862千円
執行額：16,559千円

空き家判定士が育成
された。

引き続き、空き家判
定士を育成するととも
に、市町村と連携し空
き家等の判定を促進
する。

（第３次計画に掲げられた理由）
平成27年度に空き家判定士の制
度を創設したため。

－ ・「啓発」については、視点５
（２）②③と同じ。
・空き家相談窓口への相談件
数　202件
・「出張！空き家専門相談会」
を4回開催した。

同上 空き家対策の啓発に
取り組んだ。

－ （第３次計画に掲げられた理由）
平成28年1月に住宅対策総合支援
センターを開設したため。

－ 支援制度への補助 H30民間建築物耐震化支
援事業（明許除く）
予算：24,494千円
決算：6,436千円

各支援制度の活用に
より促進が図られた。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

－ 団地自治会と地元自主防災組
織との協働による団地を活用
した避難訓練を実施

整備済みであり、施設の
活用段階のため、予算は
未計上

－ H26年度に整備目標
達成済

（長期的な成果指標の達成度合）
H26年度に整備目標達成済

－ 応急仮設住宅の建設に係る協
定を「一般社団法人・日本木
造住宅産業協会」と締結した。
（3団体目）

－ 発災時の速やかな応
急仮設住宅の確保に
取組んだ。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ － － － － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ 宅建協会との連絡訓練を実施 － 連絡体制の確認がで
きた。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
「南海トラフ巨大地震」が切迫する
中、被災後の対応が重要であるた
め。

－ 応急危険度判定育成講習会
実施

311千円支出 講習会２回実施
合計７６名参加

－ （長期的な成果指標の達成度合）
「南海トラフ巨大地震」が切迫する
中、被災後の対応が重要であるた
め。
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①  施策の実施主体・役割分担
（県の外郭団体、市町村、民間
の団体等、実施主体又は施策
に関わる団体）

②  施策の実施について、
民間の団体等を活用すべ
き分野の有無、企業等の動
機付け

③  各施策に関わる関係法
令、ガイドライン等

④  各施策における単年
度又は複数年度の目標
数値（成果指標でも可）

①  戦略的な空き家等の
利活用の促進

県
住宅対策総合支援センター（空
き家の情報収集、個別対応）

－ 空家等対策の推進に関する
特別措置法

－

②  移住・定住のための
住まいや拠点づくりの促
進

市町村
国（市町村に対する財政支援）
県（市町村に対する財政支援）

－ ・空家等対策の推進に関す
る特別措置法
・徳島県空き家再生等促進
事業補助金交付要綱

－

住宅対策総合支援センター（空
き家判定士を市町村へ派遣）
県（空き家判定士の認定、市町
村に対する財政支援）

空き家判定士に認定には、
県内の建築士事務所に所
属することが条件となって
いる。

・とくしま地方創生空き家判
定マニュアル
・特定空家等対策マニュアル
・徳島県空き家再生等促進
事業補助金交付要綱

空き家判定士の育成
平成30年度：100人
（ＶＳ東京「とくしま回帰」
総合戦略）

住宅対策総合支援センター 相談窓口の運営には、弁
護士・税理士・建築士・宅
地建物取引士等の不動産
の専門家の協力をいただい
ている。

－ －

①  木造住宅の生産に関
わる者の連携等による木
造住宅の建設や県産木
材利用の促進

県
徳島県木造住宅推進協議会

県産木材の利用促進につ
いて共通認識を持てるよう
情報交換

徳島県県産材利用促進条例 －

②  現代的な課題や新技
術に対応できる技術者の
育成

県
建築士会

建築士会（活用中） 建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律

－

③  公営住宅の整備等に
おける県産木材の利用の
促進

県 － 徳島県県産材利用促進条例 －

①  美しい街なみ等を活
かしたまちづくりの促進

県
市町村

マイスターの活用 三好市歴史的風致維持向上
計画

－

②  まちづくり方針等に則
した住まいづくり、まちづく
りの促進

県(徳島市以外）
徳島市（徳島市内）

あり 建築基準法 －

③  既存住宅団地におけ
るまち・コミュニティの維
持・再生の促進

市町村
国（市町村に対する財政支援）
県（市町村に対する財政支援）

－ ・空家等対策の推進に関す
る特別措置法
・徳島県空き家再生等促進
事業補助金交付要綱

福祉・交流等の拠点づく
りに空き家等を活用する
市町村数
→24市町村（H37）

① 住宅対策総合支援セ
ンターを核とした地域のま
ちづくりと調和した高齢者
向け住宅の供給促進等

県
市町村

－ 生涯活躍のまちづくり形成事
業計画

－

②  高齢者にやさしい住
環境の整備

県
市町村

－ ・徳島県ユニバーサルデザイ
ンによるまちづくりの推進に
関する条例
・とくしまユニバーサルデザイ
ン推進マニュアル

－

③  高齢者等に対応した
公営住宅等の供給等の
推進

県 － ・公営住宅整備基準
・県営住宅の設置及び管理
に関する条例

－

県
市町村

住宅金融支援機構 フラット３５ －

市町村
国（市町村に対する財政支援）
県（市町村に対する財政支援）

－ ・空家等対策の推進に関す
る特別措置法
・徳島県空き家再生等促進
事業補助金交付要綱

－

視
点
３
　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
環
境
の
実
現

　　　　　　　　　　　質問事項

　　基本的な施策

③  住宅対策総合支援セ
ンターを核とした市町村等
の支援の加速

④  家族や地域コミュニ
ティ等による生活支援を
円滑にするための施策の
推進

視
点
２
　
地
方
創
生
の
推
進

（1）  空き家の利活用等の促進

（2）  県産木材による良質な木造住宅の振興等

（3）  美しい街なみや良好な居住環境の形成促進

（1）高齢者等が自立して暮らすことができる住生活の実現
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⑤  左記④の目標
数値に係る達成度
合の測定方法

⑥  各施策の実施状況(30年
度）

⑦ 各施策の予算の収支
状況(H30年度）

⑧  各施策の効果・分
析等(H30年度）

⑨  今後4年間での目
標数値の達成につい
て、現状での進捗状
況、今後の見込み

⑩  第１次計画又は第２次計画に
掲げた施策について長期的な成果
指標の達成度合（第１次計画、第２
次計画に掲げていない施策につい
ては、第３次計画に掲げた理由）

－ ・「空家等対策計画」の策定を
支援した。
・「働きかけ」については、視点
５（２）②③と同じ。
・「住宅対策総合支援セン
ター」の活動については、視点
２（１）③と同じ。

－ － － （第３次計画に掲げられた理由）
平成28年1月に住宅対策総合支援
センターを開設したため。

－ ・美波町において旧商家を「ま
ちづくりの拠点施設」に改修す
る事業を支援
・石井町において空き家判定
業務を支援

市町村に対する補助
予算額：9,000千円
執行額：950千円

市町村の空き家利活
用の取組みを支援し
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

空き家判定士の育
成数

117人
空き家判定士による2次調査
が266件実施された。
牟岐町の空家対策計画の策
定を支援した。

住宅対策総合支援セン
ターの運営委託
予算額：16,862千円
執行額：16,559千円

空き家判定士が育成
された。

引き続き、空き家判
定士を育成するととも
に、市町村と連携し空
き家等の判定を促進
する。

（第３次計画に掲げられた理由）
平成27年度に空き家判定士の制
度を創設したため。

－ ・「啓発」については、視点５
（２）②③と同じ。
・空き家相談窓口への相談件
数　202件
・「出張！空き家専門相談会」
を4回開催した。

住宅対策総合支援セン
ターの運営委託
予算額：16,862千円
執行額：16,559千円

空き家対策の啓発に
取り組んだ。

－ （第３次計画に掲げられた理由）
平成28年1月に住宅対策総合支援
センターを開設したため。

－ イベントでの普及・啓発活動や
顕彰制度の検討

木住協の予算
（750千円を支出）

イベント等の機会を捉
まえ普及啓発に努め
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ 指針策定の必要性を調査 450 千円支出 指針策定の必要性が
あることから、指針を
策定する。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ － － － － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ 地域資源、歴史・文化遺産の
活用による地域活性化を図
る。

街なみ環境整備事業
H29繰越額：13,299千円

H29～30で事業実施 － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ 建築協定等の定められた地区
で建築する際は、建築確認の
段階でまちづくりルールに適合
しているか審査を行った。

－ まちづくりルールに則
した建物が建設され
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

福祉・交流等の拠
点づくりに空き家等
を活用する市町村
数

・美波町において旧商家を「ま
ちづくりの拠点施設」に改修す
る事業を支援
・石井町において空き家判定
業務を支援

市町村に対する補助
予算額：9,000千円
執行額：950千円

市町村の空き家利活
用の取組みを支援し
た。

（進捗状況）
平成30年度末で13
（54.2%）
（今後の見込み）
地域住民と行政が一
体となった取組を支援
してゆく。

（長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ サービス付き高齢者向け住宅
の登録

－ － － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ － － － － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ － － － － （長期的な成果指標の達成度合）
達成指標無し
公営住宅を新築する際には、整備
基準や条例に基づき、全てを高齢
者に対応した住宅とする。

－ 1町が住宅金融支援機構と連
携し、借入金利の引下げを
行っている。（地域活性化型）

－ 空き家活用の補助メ
ニューとなってる。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
公営住宅等の公的賃貸住宅の供
給や、中古住宅の流通促進等によ
り進捗を図る。

－ ・美波町において旧商家を「ま
ちづくりの拠点施設」に改修す
る事業を支援
・石井町において空き家判定
業務を支援

市町村に対する補助
予算額：9,000千円
執行額：950千円

市町村の空き家利活
用の取組みを支援し
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし
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①  施策の実施主体・役割分担
（県の外郭団体、市町村、民間
の団体等、実施主体又は施策
に関わる団体）

②  施策の実施について、
民間の団体等を活用すべ
き分野の有無、企業等の動
機付け

③  各施策に関わる関係法
令、ガイドライン等

④  各施策における単年
度又は複数年度の目標
数値（成果指標でも可）

① 子育て世帯等に適した
民間住宅の供給促進

県
市町村
住宅建設事業者

住宅金融支援機構 フラット３５ －

②  公営住宅団地等を活
用した地域の生活支援・
多世代交流機能の充実

県 PFI事業による県営住宅の
余剰地活用を企業等の提
案によるものとする。

PFI法 －

③  地域優良賃貸住宅の
供給等による居住水準の
向上

県
市町村

－ － －

④  防犯に配慮した住ま
いや住環境の形成

県
市町村
県民

指針を参考に、「周囲から
の見通しの確保」や、「破壊
されにくい部材や設備等の
採用」などについて、配慮し
た計画や設計の参考に活
用。

・犯罪の防止に配慮した住宅
の構造、設備等に関する指
針

－

① 住宅確保要配慮者の
民間賃貸住宅への円滑
入居の促進等

県
市町村

徳島県居住支援協議会 住宅確保要配慮者に対する
賃貸住宅の供給の促進に関
する法律

－

②「公営住宅等長寿命化
計画」に基づく公営住宅等
ストックの適切な維持更
新等

県
市町村

・PPP/PFIの実施の際には
民間事業者の知恵・ノウハ
ウ・資金等を活用し県営住
宅の整備、維持管理を実施

・公営住宅法
・公営住宅等長寿命化計画
策定指針
・PFI法

老朽化対策に着手した
県営住宅数
H29→33団地
H30→34団地

①  リフォームの促進によ
る既存住宅ストックの質
の向上の加速

県
市町村

幅広い世帯のニーズに応え
る新たなビジネス市場への
参入促進

－ －

②  適切な点検や修繕の
実施による住宅の長寿命
化の促進

県 － マンション管理の適正化の推
進に関する法律

－

①  インスペクション等の
活用による消費者への情
報提供の促進

県 あり 宅地建物取引業法
既存住宅状況調査方法基準

－

②  資産として継承できる
良質な住宅の供給促進

県 あり 長期優良住宅の普及の促進
に関する法律

新築の木造住宅におけ
る認定長期優良住宅の
割合　22％（H37)

③  良質な住宅を建設等
する際の負担軽減施策の
周知

県 住宅金融支援機構 フラット３５ －

①  住宅ストックの省エネ
ルギー性能の向上の加速

県(徳島市以外）
徳島市（徳島市内）

あり 建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律

－

②  再生可能エネルギー
の導入等による環境負荷
の低減

県
市町村

あり 都市の低炭素化の促進に関
する法律

－

③  徳島県における気候
風土適応住宅に係る指針
施策

県 建築士会（活用中） 建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律

－

視
点
４
　
ス
ト
ッ
ク
活
用
型
市
場
へ
の
転
換
の
加
速

　　　　　　　　　　　質問事項

　　基本的な施策

（2）  既存住宅の価値を高める制度の普及

（3）  環境負荷に配慮した住生活の促進等

視
点
３
　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
環
境
の
実
現

（2）子育て世帯等が安心して暮らせる住生活の実現

(1)リフォーム等の促進による住宅ストックの質の向上

(3) 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定確保
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⑤  左記④の目標
数値に係る達成度
合の測定方法

⑥  各施策の実施状況(30年
度）

⑦ 各施策の予算の収支
状況(H30年度）

⑧  各施策の効果・分
析等(H30年度）

⑨  今後4年間での目
標数値の達成につい
て、現状での進捗状
況、今後の見込み

⑩  第１次計画又は第２次計画に
掲げた施策について長期的な成果
指標の達成度合（第１次計画、第２
次計画に掲げていない施策につい
ては、第３次計画に掲げた理由）

－ 5市町村が住宅金融支援機構
と連携し、借入金利の引下げ
を行っている。（子育て支援
型）

－ 子育て世帯が使える
メニューとなってる。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
公営住宅等の公的賃貸住宅の供
給や、中古住宅の流通促進等によ
り進捗を図る。

－ アドバイザー委託による実施
方針・要求水準等の検討

予算：5,000千円
（契約済）

H30～31継続事業で
あり未完

－ （第３次計画に掲げられた理由）
PFI等を用いた建替の民間事業者
の提案を募るため。

－ － － － － （長期的な成果指標の達成度合）
H29年度に阿南市の伊島に若者定
住促進住宅を設置。
引き続き積極的に周知を取り組ん
でいく。

－ 年2回の市町村公営住宅担当
者対象の徳島県地域住宅協
議会での周知

－ － － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ － － － － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

同左 － 公営住宅ストック総合改
善事業
予算：373,577千円
支出：288,023千円
繰越：85,574千円

４団地で施設の長寿
命化を実施した。

老朽化対策に着手し
た県営住宅数
H31→35団地
R4→38団地

（長期的な成果指標の達成度合）
2次計画に数値目標なし
予防保全的修繕により施設の長寿
命化を図るため、目標を設定

－ 消費者向け、事業者向け講習
会、支援制度検索サイト等で
の情報公開を実施

なし
リフォーム推進協議会に
よる費用負担

消費者向け講習会に
ついては、より参加し
やすい開催形態の検
討が必要

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ イベントでの普及・啓発活動を
実施

－ － － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ － － － － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

新築木造長期優良
住宅戸数÷新築木
造住宅戸数

Ｈ３０年度　１４．７％ － 長期にわたり良好な
状態で使用するため
の措置がなされる。

引き続き普及啓発を
実施していく

（長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

－ 5市町村が住宅金融支援機構
と連携し、借入金利の引下げ
を行っている。（地域活性化
型）

－ UIJターン対象の補助
メニューとなってる。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
公営住宅等の公的賃貸住宅の供
給や、中古住宅の流通促進等によ
り進捗を図る。

－ 建築物省エネ法に基づく届け
出があった際に、省エネ基準
に適合させるように指導してい
る。

－ 省エネ基準に適合し
た住宅が建設され
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

－ 徳島県内8件 なし 長期優良住宅の認定
と、税制等の優遇に
差がほとんどないた
め、長期優良住宅の
認定が多く取られて
いる。同時の優遇は
受けられない仕組み
となっている。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

－ 指針策定の必要性を調査 450千円支出 指針策定の必要性が
あることから、指針を
策定する。

－ （第３次計画に掲げられた理由）
建築物省エネ法において気候風土
適応住宅が位置づけられたのが
H28年であるため。
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①  施策の実施主体・役割分担
（県の外郭団体、市町村、民間
の団体等、実施主体又は施策
に関わる団体）

②  施策の実施について、
民間の団体等を活用すべ
き分野の有無、企業等の動
機付け

③  各施策に関わる関係法
令、ガイドライン等

④  各施策における単年
度又は複数年度の目標
数値（成果指標でも可）

①  大工技能者等の確保
や伝統的な技能を継承す
る場の創出

県
市町村

徳島県木造住宅推進協議
会（活用中）

－ －

県 普及啓発において耐震の
知識を持った建築士を活用

建築物の耐震改修の促進に
関する法律

－

住宅対策総合支援センター（空
き家判定士を市町村へ派遣）
県（空き家判定士の認定、市町
村に対する財政支援）

空き家判定士に認定には、
県内の建築士事務所に所
属することが条件となって
いる。

・とくしま地方創生空き家判
定マニュアル
・特定空家等対策マニュアル
・徳島県空き家再生等促進
事業補助金交付要綱

空き家判定士の育成
平成30年度：100人
（ＶＳ東京「とくしま回帰」
総合戦略）

県
市町村

幅広い世帯のニーズに応え
る新たなビジネス市場への
参入促進

－ －

住宅対策総合支援センター（空
き家判定士を市町村へ派遣）
県（空き家判定士の認定、市町
村に対する財政支援）

空き家判定士に認定には、
県内の建築士事務所に所
属することが条件となって
いる。

・とくしま地方創生空き家判
定マニュアル
・特定空家等対策マニュアル
・徳島県空き家再生等促進
事業補助金交付要綱

空き家判定士の育成
平成30年度：100人
（ＶＳ東京「とくしま回帰」
総合戦略）

県 幅広い世帯のニーズに応え
る新たなビジネス市場への
参入促進

－ －

市町村
住宅対策総合支援センター
（両者が連携しながら推進して
いる。）

民間（athome）が運営する
空き家バンクの活用

－ －

①  リフォーム等に係る相
談体制の整備等の推進

県
市町村
建築関係団体

消費者が安心して工事を行
い、住宅の満足度を高め
る。

- －

県
市町村

住宅リフォーム推進協議会 - －

県
住宅対策総合支援センター
（両者が連携しながら推進して
いる。）

民間（athome）が運営する
空き家バンクの活用

－ －

①  次代を担う若年者に
向けた「住育」の推進

県 住生活について適切な知
識・認識をもつことにより、
住宅に関する選択肢を増や
す。

- －

②  経済活動を行う層に
向けた「住育」の推進

県 住生活について適切な知
識・認識をもつことにより、
住宅に関する選択肢を増や
す。

－ －

③  消費者等に施策イ
メージを持ってもらうため
の取組の推進

徳島県住宅供給公社 共同組合徳島県木造住宅
協会と連携した展示・販売

－ パストラルゆたか野で７
区画を販売する。

④  林業関係者と連携し
た「木育」の推進

県 県産木材の利用促進・普及
活動についての情報交換

徳島県県産材利用促進条例
第15条

－

（1）  住生活産業を支える人材の育成視
点
５
　
住
宅
政
策
を
支
え
る
市
場
環
境
の
整
備

④  住宅ストックビジネス
等の活性化の推進

　　　　　　　　　　　質問事項

　　基本的な施策

②  消費者が必要な情報
に容易にアクセスできるよ
う、わかりやすい広報・情
報提供を推進

（2）  安心して住宅を取得等できる市場環境の整備

②  民間事業者が住宅政
策の担い手として活躍す
る仕組みの構築

（3）  県民の理解・協力の基礎となる住育等の推進

③  外部の専門家等と地
域住民等との協働の促進
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⑤  左記④の目標
数値に係る達成度
合の測定方法

⑥  各施策の実施状況(30年
度）

⑦ 各施策の予算の収支
状況(H30年度）

⑧  各施策の効果・分
析等(H30年度）

⑨  今後4年間での目
標数値の達成につい
て、現状での進捗状
況、今後の見込み

⑩  第１次計画又は第２次計画に
掲げた施策について長期的な成果
指標の達成度合（第１次計画、第２
次計画に掲げていない施策につい
ては、第３次計画に掲げた理由）

－ 大工技術者等育成事業（短期
集中在職者訓練、規矩術講習
会）、の実施

木住協予算
1,050千円支出

在職者訓練、講習会
により大工技能者の
技能向上を支援

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ 技術者養成講習会の実施 H30木造住宅耐震化促進
事業（明許除く）
予算：135,986千円
決算：106,306千円

講習会の開催により
技術者の育成に努め
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
概ね順調だが、引き続き積極的に
取り組んでいく。

空き家判定士の育
成数

117人
空き家判定士による2次調査
が266件実施された。
牟岐町の空家対策計画の策
定を支援した。

住宅対策総合支援セン
ターの運営委託
予算額：16,862千円
執行額：16,559千円

空き家判定士が育成
された。

引き続き、空き家判
定士を育成するととも
に、市町村と連携し空
き家等の判定を促進
する。

（第３次計画に掲げられた理由）
平成27年度に空き家判定士の制
度を創設したため。

－ 消費者向け、事業者向け講習
会を実施

なし
リフォーム推進協議会に
よる費用負担

消費者向け講習会に
ついて、より参加しや
すい開催形態の検討
が必要

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

空き家判定士の育
成数

117人

空き家判定士による2次調査
が266件実施された。
牟岐町の空家対策計画の策
定を支援した。

住宅対策総合支援セン
ターの運営委託
予算額：16,862千円
執行額：16,559千円

空き家判定士が育成
された。

引き続き、空き家判
定士を育成するととも
に、市町村と連携し空
き家等の判定を促進
する。

（第３次計画に掲げられた理由）
平成27年度に空き家判定士の制
度を創設したため。

－ 消費者向け、事業者向け講習
会を実施

なし
リフォーム推進協議会に
よる費用負担

消費者向け講習会に
ついて、より参加しや
すい開催形態の検討
が必要

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ 20市町村で空き家バンクが運
営され、市町村の空き家バン
クの総合窓口を住宅対策総合
支援センターのホームページ
上で運営した。

－ 空き家を使って新た
にビジネスを始めたい
方等へ空き家物件の
情報提供を行った。

－ （第３次計画に掲げられた理由）
平成28年1月に住宅対策総合支援
センターを開設したため。

－ イベントでの出張相談や、支
援制度検索サイト等での情報
公開を実施

- イベント等の機会を捉
まえ相談事業と、認知
活動に努めた。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ 空き家及び耐震改修の各市町
村の補助金一覧等をHPで公
開している。

- － － （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ ・移住フェア等のイベント会場
での展示・相談ブースの開設
・ＰＲチラシの配付
・センターのホームページに活
用事例を掲載

－ 様々な媒体による広
報・情報提供を推進し
た。

－ （第３次計画に掲げられた理由）
平成28年1月に住宅対策総合支援
センターを開設したため。

－ イベントでの普及・啓発活動、
出前講座を実施

木住協予算
740千円支出

体験型のイベントに対
する、需要は大いに
ある。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

－ 消費者向け講習会や、イベン
トでの相談事業、普及・啓発活
動を実施

木住協予算
60千円支出

「住育」という言葉の
認知が薄く、分かりづ
らさがある。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし

売却区画数 １区画 － 長期優良住宅等の次
世代のニーズに合っ
た住宅展示による技
術の周知と販売促進
を行った。

順次売却する。 （第３次計画に掲げられた理由）
平成29年度から展示・販売したた
め。

－ イベントでの普及・啓発活動を
実施

- イベント等の機会を捉
まえ普及啓発に努め
た。

－ （長期的な成果指標の達成度合）
成果指標なし
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資料２ 

 

　　　　　　　　　質問事項

成果指標

① 各成果指標について、当該指
標を施策の達成において重要視し
ている理由

② 各成果指標の達成度合に
ついての測定方法

③ 平成３０年度終了時点
における指標の達成度合

④ 成果指標の達成に向け
て、具体的な達成までの道
筋、手法等

１  耐震基準（昭和５６年
基準）が求める耐震性を
有する住宅ストックの比
率
77％（H25）→100％
（H32）

耐震化が図られることにより、大
規模地震発生時の人的被害が大
きく軽減されるため。

５年ごとに総務省から発表され
る住宅・土地統計調査を基に
推計

住宅・土地統計調査を元に
算出しており、H30年は、
まだ集計の公表がされて
いないため、算出ができま
せん。

支援制度の継続と普及啓発
に努める。

２  空家等対策計画を策
定した市町村数
0市町村（H27）→12市町
村(H32)→24市町村
（H37）

　空家等対策の推進に関する特
別措置法では策定は必須ではな
いが、住民に対し基本方針を示す
ものであり、地域の実情に応じて
策定することが望ましいと考える。

空家等対策計画を策定した市
町村数

15市町村 空き家対策の情報提供や技
術的な助言等により、全市町
村ができるだけ早期に計画が
策定できるよう、必要な援助
をしてゆく。

３  地震時等に著しく危険
な密集市街地の面積
約30㏊（H27）→おおむね
解消（H32）

地震防災対策上多くの課題を抱え
る密集市街地の改善は都市の安
全確保のため重要であると考える
ため。

・住宅戸数密度80戸/ha（住宅
の密集度）
・不燃領域率40％未満（地区
の燃え広がりにくさ）
・避難確率97％未満（避難場
所から生活道路等を使って周
辺部に至ることができる確率）
以上のいずれにも該当しない
面積

約21ha 空き家対策の支援制度の普
及啓発に努める
。

４  老朽危険建築物の除
去戸数
294戸（H27）→2，000戸
（H37）

　地震時に倒壊等により道路を閉
塞する恐れのある老朽化して危険
な「空き家」について、地域の防災
性の向上を図るため、その除却を
促進する必要があると考える。

老朽危険建築物の除去戸数 1068戸 空き家等を除却する市町村に
国費及び県費補助を行い市
町村の財政負担の軽減を図
る。

１  空き家判定士による利
活用可能な空き家の判定
件数
→400件（H37）

　空き家を「貴重な地域資源」とし
て有効に活用できるよう、空き家
の利活用や、適正管理に向けた
市町村の取組を支援する必要が
あると考える。

空き家判定士による利活用可
能な空き家の判定件数

75件 空き家の活用による地方創生
の推進や、適正管理に向けた
各市町村の取組を支援する。

２  福祉・交流等の拠点づ
くりに空き家等を活用する
市町村数
→24市町村（H32）

　新しい人の流れを作り出し「とく
しま回帰」を推進するために、空き
家を「貴重な地域資源」として有効
に活用する必要があると考える。

福祉・交流等の拠点づくりに空
き家等を活用する市町村数

13市町村 空き家等を活用する市町村に
国費及び県費補助を行い市
町村の財政負担の軽減を図
る。

３  新築の木造住宅にお
ける認定長期優良住宅の
割合
13.2％（H26）→22％
（H37）

長期優良住宅は耐震性や断熱、
省エネ性能、耐久性等にすぐれて
おり、現代的な課題に対応した住
宅を建設する制度であるため。

新築木造長期優良住宅戸数
÷新築木造住宅戸数

14.70% 長期優良住宅によるメリットに
ついてさらなる周知を図る。

１  高齢者人口に対する
高齢者向け住宅の割合
2.2％（H26）→4％（H37）

要支援・要介護認定者のうち、高
齢者単身世帯や要介護度の重い
高齢者夫婦のみ世帯を受け入れ
可能な水準に設定しているため。

高齢者人口に対する高齢者向
け住宅の割合

2.47％
（H30年7月1日現在）

サービス付き高齢者向け住宅
の供給促進等により進捗を図
る。

２  高齢者居住安定確保
計画を策定した市町村数
→12市町村（H32)→24市
町村（H37）

地域のまちづくり方針に則した高
齢者住宅施策を促進するため。

高齢者居住安定確保計画を策
定した市町村数

0市町村 支援制度の普及啓発に努め
る。計画の策定に向けて制度
の説明等、周知強化。

３  高齢者の居住する住
宅の一定のバリアフリー
化比率
39％（H25）→75％（H37）

計画期間中は高齢者人口の増加
が続き、住宅に住む高齢者も増え
ていく見込みであることから、ス
トック全体のバリアフリー化率をあ
げる必要があるため。

高齢者の居住する住宅の一定
のバリアフリー化比率

住宅・土地統計調査を元に
算出しており、H30年は、
まだ集計の公表がされて
いないため、算出ができま
せん。

新規建設する公営住宅等に
ついては、公営住宅整備基準
等に基づき、全戸バリアフリー
化された住宅とする。
新築住宅等の性能評価基準
の普及及びバリアフリー改修
の促進。

４  子育て世代（１８歳未
満が含まれる世帯）にお
ける誘導居住面積水準達
成率
51％（H25）→60％（H37）

世帯人数に応じて、豊かな住生活
の実現の前提として多様なライフ
スタイルに対応するために必要と
考えられる住宅の面積に関する水
準であるため。

子育て世帯数÷誘導居住面積
水準達成世帯数

住宅・土地統計調査を元に
算出しており、H30年は、
まだ集計の公表がされて
いないため、算出ができま
せん。

公営住宅等の公的賃貸住宅
の供給や、中古住宅の流通
促進等により進捗を図る。

５  最低居住面積水準未
満率
2.7％（H25）→解消
（H37）

世帯人数に応じて、健康で文化的
な住生活を営む基礎として必要不
可欠な住宅の面積に関する水準
であるため。

主世帯総数÷最低居住面積
水準未満世帯数

住宅・土地統計調査を元に
算出しており、H30年は、
まだ集計の公表がされて
いないため、算出ができま
せん。

公営住宅等について、老朽化
した狭小な住宅については、
PFI手法を用いて集約化建替
を実施し、解消を図る。
公営住宅ストックの適切な維
持更新や管理の適正化等を
通じ、必要な供給量を確保す
ることにより進捗を図る。

視
点
１

視
点
２

視
点
３
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　　　　　　　　　質問事項

成果指標

① 各成果指標について、当該指
標を施策の達成において重要視し
ている理由

② 各成果指標の達成度合に
ついての測定方法

③ 平成３０年度終了時点
における指標の達成度合

④ 成果指標の達成に向け
て、具体的な達成までの道
筋、手法等

１  既存住宅の流通シェ
ア
8.9％（H25）→20％
（H37）

市場規模を倍増させる全国計画
目標に合わせて、既存住宅の流
通戸数を倍増させる水準に設定

既存住宅取得戸数÷新設住
宅着工戸数

住宅・土地統計調査を元に
算出しており、H30年は、
まだ集計の公表がされて
いないため、算出ができま
せん。

空き家の利活用、既存住宅
の流通促進により、進捗を図
る。

２  リフォーム実施戸数の
住宅ストック戸数に対する
割合
4.3％（H25）→8％（H37）

市場規模を7→12兆円にする全国
計画目標に合わせ、リフォーム実
施戸数を1.7倍させる水準に設定

増改築総戸数÷住宅総数（持
家）

住宅・土地統計調査を元に
算出しており、H30年は、
まだ集計の公表がされて
いないため、算出ができま
せん。

支援制度の普及啓発に努め
る。

３  新築の木造住宅にお
ける認定長期優良住宅の
割合
13.2％（H26）→22％
（H37）

長期優良住宅は耐震性や断熱、
省エネ性能、耐久性等にすぐれて
おり、建設後も住宅の点検を義務
づけるなど住宅ストックの質の向
上に寄与する制度であるから。

新築木造長期優良住宅戸数
÷新築木造住宅戸数

14.70% 長期優良住宅によるメリットに
ついてさらなる周知を図る。

１  既存住宅流通量に占
める既存住宅売買瑕疵保
険に加入した住宅の割合
3.6％（H26）→20％
（H37）

中小規模の不動産業者による媒
介が約5割であり、またインスペク
ション制度を知っている者のうち利
用意向のある者の割合が約5割で
あるため、10年間でインスペクショ
ンが一般化する前提で、利用者の
うち8割程度が保険加入する水準
に設定

既存住宅売買瑕疵保険に加入
した住宅÷既存住宅取得戸数

住宅・土地統計調査を元に
算出しており、H30年は、
まだ集計の公表がされて
いないため、算出ができま
せん。

インスペクションの普及促進、
消費者等への保険制度の周
知強化

２  既存住宅の流通シェ
ア
8.9％（H25）→20％
（H37）

市場規模を倍増させる全国計画
目標に合わせて、既存住宅の流
通戸数を倍増させる水準に設定

既存住宅取得戸数÷新設住
宅着工戸数

住宅・土地統計調査を元に
算出しており、H30年は、
まだ集計の公表がされて
いないため、算出ができま
せん。

空き家の利活用、既存住宅
の流通促進により、進捗を図
る。

３  リフォーム実施戸数の
住宅ストック戸数に対する
割合
4.3％（H25）→8％（H37）

市場規模を7→12兆円にする全国
計画目標に合わせ、リフォーム実
施戸数を1.7倍させる水準に設定

増改築総戸数÷住宅総数（持
家）

住宅・土地統計調査を元に
算出しており、H30年は、
まだ集計の公表がされて
いないため、算出ができま
せん。

支援制度の普及啓発に努め
る。

４  新築の木造住宅にお
ける認定長期優良住宅の
割合
13.2％（H26）→22％
（H37）

長期優良住宅は耐震性や断熱、
省エネ性能、耐久性等にすぐれて
おり、建設後も住宅の点検を義務
づけるなど住宅ストックの質の向
上に寄与する制度であるから。

新築木造長期優良住宅戸数
÷新築木造住宅戸数

14.70% 長期優良住宅によるメリットに
ついてさらなる周知を図る。

視
点
４

視
点
５
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目標 番号 指標 現状 目標

同一もしく
は類似して
いる指標の

番号

全国計画
（平成18年9
月）におい
ても同一も
しくは類似
した指標が
示されてい
るか（指標
とされてい
るものは

〇）

指標から外された理由
（住宅課回答）

その後の管理
(住宅課回答)

1-1
南海地震発生時における死亡
者数

―
揺れと津波によ
る死者ゼロを目
指す（H22)

－ －

「死者ゼロ」は目指すべき目標
であり、かつ、災害後出なけれ
ば評価ができない点から、指標
にはなじまないものとして見直
ししたため。

－

1-2

共同住宅のうち、道路から各
戸の玄関まで車椅子・ベビー
カーで通行可能な住宅ストッ
クの比率

5.9%（H15) 25％（H27) 2-4 〇 2－4に記載 －

1-3
一定の省エネルギー対策を講
じた住宅ストックの比率

9.1％（H15) 40％（H27） － 〇 2－3に移行したため。 －

1-4
リフォーム実施戸数の住宅ス
トック戸数に対する割合

３％
（H11~H15平

均）

5％（H27) 2-5、3-14 〇

1-5

地震時等において大規模な火
災の可能性があり重点的に改
善すべき密集市街地（重点密
集市街地）のうち、密集市街
地の安全性を確保するための
対策が実施された地区の割合

―
(H14)

おおむね100％
（H23）

3-3 〇

1-6 土砂災害から保全される戸数
―

(H18)
1800戸程度

（累計）（H22)
－ 〇

計画の位置付けで、徳島県地震
防災対策行動計画と連携してお
り、重複のため指標からは落と
している。また現在は、当時の
目標を達成している。

徳島県地震防
災対策行動計
画で管理

1-7
土砂災害警戒区域における防
災意識啓発の実施箇所数

―
(H18)

1900箇所
（累計）（H22)

－ －

計画の位置付けで、徳島県地震
防災対策行動計画等は連携して
おり、指標からは落としてい
る。

行っておりま
せん。

1-8 津波避難困難地域
―

(H18)
全地区を解消

（H22)
－ 〇

計画の位置付けで、徳島県地震
防災対策行動計画と連携してお
り、地震防災対策行動計画の改
正で、津波避難困難地域の解消
に向けての取組項目を増やして
おり、再掲はしていない。

徳島県地震防
災対策行動計
画で管理

1-9
県内市町村における住宅相談
窓口の設置数

2市町（H17) 全市町村（H20) － － 達成したため。

1-10
既存住宅の流通シェア（既存
住宅の流通戸数の新築を含め
た全流通戸数に対する割合）

7％（H15) 14％（H27) 2-6、3-13 〇

1-11 滅失住宅の平均築後年数 31年（H15) 約40年（H27) － 〇
長期優良住宅の施策に集約した
ため。

2-7,3-7で管
理

1-12
子育て世帯における誘導居住
面積水準達成率

52.8％（H15) 60％（H22) 2-8、3-11 〇

1-13 最低居住面積水準未満率 2.6%（H15) 早期に解消 2-9、3-12 〇

1-14
高齢者（65歳以上の者）の居
住する住宅のバリアフリー化
率、一定のバリアフリー化率

27.1％（H15) 75％（H27) 3-10 〇

1-15 うち、高度のバリアフリー化 5.2％（H15) 25％（H27) － 〇

当面は１－１４のバリアフリー
化率が低いことを踏まえて、そ
の向上を優先的に進めることと
したため。

行っておりま
せん。

1　第1次計画（平成19年3月策定、対象期間は平成18年4月から平成28年3月まで、ただし5年ごとに見直す）

良質な住宅ス
トックの形成
と既存ストッ
クの活用

良好な居住環
境の形成

多様なニーズ
に対応した住
宅市場の環境
整備

住宅セーフ
ティーネット
の構築
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目標 番号 指標 現状 目標

同一もしく
は類似して
いる指標の

番号

全国計画
（平成23年3
月）におい
ても同一も
しくは類似
した指標が
示されてい
るか（指標
とされてい
るものは

〇）

指標から外された理由
（住宅課回答）

その後の管理
(住宅課回答)

災害に強い住
環境の構築

2-1
新耐震基準が求める耐震性を
有する住宅ストックの比率

72％（H20) 95％（H32) 3-1 〇

2-2
高齢者人口に対する高齢者向
け住宅の割合

1.4%（H20) 4.0%（H32) 3-8 〇

2-3
省エネ法に基づく届出が出さ
れた新築住宅の省エネ基準達
成率

76.9%（H22) 100%（H32) － 〇

H32年度より住宅の省エネ基準
適合義務化される予定であった
ため。
現在は、全面義務化ではなく、
戸建住宅等に係る省エネ性能に
関する説明義務付けや大手ハウ
スメーカーに対する省エネ基準
適合状況報告など、住宅市場を
取り巻く環境を踏まえた対策が
施行される予定。

－

2-4
共同住宅のうち道路から各戸
の玄関まで車いす等で通行可
能な住宅ストックの比率

8.1％（H20) 28％（H32) 1-2 〇

高齢者や障害者に対する住宅の
バリアフリー化は、車いすの通
行の容易性のみならず、高齢者
の身体機能等の状況に応じて多
様な住宅関連サービスのあり方
と併せて提示する必要があり、
子育て生態においても同様に多
様なニーズに対応することが求
められる。
高齢者の身体機能や認知機能、
介護・福祉サービス等を考慮し
た部屋の配置や設備等　「新た
な高齢者向け住宅のガイドライ
ン」の創設を検討すると言うこ
とで、国は指標からH28年の改
正時に落としている。
国は高齢期の健康で快適な暮ら
しのための住まいの改修ガイド
ラインを作成し、幅広く対応し
ていくというスタンスのため、
本県の計画も視点３の指標に置
き換えている。

視点3に置き
換えて管理し
ている

住宅の長寿命
化の推進

2-5
リフォーム実施戸数の住宅ス
トック戸数に対する割合

3.9%（H20) 6.0％（H20) 1-4、3-14 〇

2-6 既存住宅の流通シェア 9.0%（H20) 25%（H32) 1-10、3-13 〇

2-7
新築住宅における認定長期優
良住宅の割合

11.4％（H21) 20％（H32) 3-7 〇

2-8
子育て世帯における誘導居住
面積水準達成率

47.0％（H20) 60％（H32) 1-12、3-11 〇

住宅困窮者の
解消

2-9 最低居住面積水準未満率 3.2％（H20)
早期に解消
（H32）

1-13、3-12 〇

2　第2次計画（平成24年3月策定、対象期間は平成23年4月より平成32年3月まで、ただし5年ごとに見直す）

充実した住環
境の構築

住宅市場の環
境整備
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目標 番号 指標 目標

同一もしく
は類似して
いる指標の

番号

全国計画
（平成28年3
月）におい
ても同一も
しくは類似
した指標が
示されてい
るか（指標
とされてい
るものは

〇）

3-1
耐震基準（昭和56年基準）が
求める耐震性を有する住宅ス
トックの比率

77％（H25) 100％（H32) 2-1 〇

3-2
空家等対策計画を策定した市
町村数

0市町村（H27)
12市町村（H32)

→24市町村
（H37)

－ 〇

3-3
地震時等に著しく危険な密集
市街地の面積

約30ｈａ（H27)
おおむね解消

（Ｈ32）
1-5 〇

3-4
老朽危険建築物の除却戸数
（平成22年度からの市町村に
よる補助件数の累計）

249戸（Ｈ27） 2000戸（Ｈ37） － －

3-5
空き家判定士による利活用可
能な空き家の判定件数

―（Ｈ27） 400件（H37） － －

3-6
福祉・交流等の拠点づくりに
空き家等を活用する市町村数
（計画期間中）

―（Ｈ27）
24市町村数

（H37)
－ －

3-7
新築の木造住宅における認定
長期優良住宅の割合

13.2％（Ｈ26） 22％（H37) 2-7 〇

3-8
高齢者人口に対する高齢者向
け住宅の割合

2.2％（Ｈ26） 4％（H37) 2-2 〇

3-9
高齢者居住安定確保計画を策
定した市町村数

－
12市町村（Ｈ

32）→24市町村
（Ｈ37）

－ －

3-10
高齢者の居住する住宅の一定
のバリアフリー化率

39％（Ｈ25） 75％（H37) 1-14 〇

3-11
子育て世帯（18歳未満が含ま
れる世帯）における誘導居住
面積水準達成率

51％（Ｈ25） 60％（H37) 1-12、2-8 〇

3-12 最低居住面積水準未満率 2.7％（Ｈ25） 解消（Ｈ37） 1-12、2-9 〇

3-13
既存住宅の流通シェア（既存
住宅の流通戸数の新築を含め
た全流通戸数に対する割合）

8.9％（Ｈ25） 20％（Ｈ37） 1-10、2-6 －

3-14
リフォーム実施戸数の住宅ス
トック戸数に対する割合

4.3％（H25) 8％（H37) 1-4、2-5 －

3-15
新築の木造住宅における認定
長期優良住宅の割合（再掲）

13.2％（H26) 22％（H37) 2-7 〇

3-16
既存住宅流通量に占める既存
住宅売買瑕疵保険に加入した
住宅の割合

3.6％（Ｈ26） 20％（Ｈ37） － 〇

3-17
既存住宅の流通シェア（再
掲）

8.9％（Ｈ25） 20％（Ｈ37） 1-10、2-6 －

3-18
リフォーム実施戸数の住宅ス
トック戸数に対する割合（再
掲）

4.3％（Ｈ25） 8％（Ｈ37） 1-4、2-5 －

3-19
新築の木造住宅における認定
長期優良住宅の割合（再掲）

13.2％（Ｈ26） 22％（H37) 2-7 〇

3　第3次計画（平成29年3月策定、対象期間は平成28年4月から平成38年3月まで、ただし5年ごとに見直す）

住宅政策を支
える市場環境
の整備

安心して暮ら
せる住生活の
実現

ストック活用
型市場への転
換の加速

災害に強い住
環境の構築

地方創生の推
進
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第３章 県営住宅に関する施策について 

 

１  県営住宅の概要 

(1) 事業の概要 

ア 担当課 

住宅課 

 

イ 事業の内容 

県は、公営住宅法に基づく公営住宅と住宅地区改良法に基づく改良住宅を

「県営住宅」として、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例（以下「住宅

条例」という。）に則り設置及び管理をしている。 

 平成３１年３月３１日時点での県営住宅の管理戸数は公営住宅が３４団地

４，２７５戸（うち入居戸数３，６３１戸）、改良住宅が２団地２９２戸（２

２０戸）となっている。 

 県営住宅の所在地は５市（徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市及び吉野川市）

４町（石井町、松茂町、北島町及び藍住町）となっており、徳島市内には２３

団地２，４３９戸が所在しており、全管理戸数の半数以上を占めている。 
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（出典：徳島県ホームページ） 
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（出典：徳島県ホームページ） 
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(2) 県営住宅の管理委託先 

県は、公営住宅のうちＰＦＩ事業で整備した３団地３００戸について、ＰＦＩ

株式会社を指定管理者として指定管理により管理している。他方で、ＰＦＩ事業

で整備した団地を除く公営住宅については委託先を公社として管理代行により

管理している。また、改良住宅については、公社を指定管理者として指定管理に

より管理している。 

１　歳入 （円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

1,134,022,319 1,132,478,702 1,125,259,470 1,116,688,292 1,106,033,702

1,809,784,000 99,771,000 17,541,000 21,448,000 28,232,000

104,651,000 80,567,000 77,413,000 61,729,000 155,755,000

5,540,000 42,850,000 49,182,000 48,137,000 47,130,000

3,053,997,319 1,355,666,702 1,269,395,470 1,248,002,292 1,337,150,702

２　歳出 （円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

人件費等 9,326,000 7,734,000 9,044,000 9,128,000 4,634,000

管 理 費 75,337,822 79,312,000 73,693,198 75,568,344 73,654,917

修繕費 177,927,077 170,424,203 183,792,678 173,445,284 177,285,670

委託費 61,865,101 50,805,797 49,905,124 51,535,372 52,440,413

324,456,000 308,276,000 316,435,000 309,677,000 308,015,000

管理費 6,004,800 4,556,520 4,556,520 4,556,520 5,178,600

修繕費 11,981,952 13,274,712 15,968,232 9,009,792 10,878,840

委託費 4,617,648 4,710,528 4,566,888 4,561,488 5,006,880

22,604,400 22,541,760 25,091,640 18,127,800 21,064,320

県営住宅整備費 1,758,899,379 145,074,758 118,700,953 118,800,062 118,915,768

移転支援整備費 9,396,000 324,000 0 0 0

維持管理費用 9,133,560 30,445,200 41,834,880 41,834,880 41,834,880

　〃（SPC経費） 14,719,395 33,937,920 33,937,920 33,937,920 33,937,920

1,792,148,334 209,781,878 194,473,753 194,572,862 194,688,568

395,131,518 363,964,167 307,583,492 357,646,365 447,426,188

0 0 0 41,999,040 61,999,560

0 756,000 2,468,000 2,268,000 2,268,000

308,696 245,701 278,224 523,081 400,006

1,177,200 5,894,640 648,000 648,000 648,000

2,535,826,148 911,460,146 846,978,109 925,462,148 1,036,509,642

種    別

種    別

家賃及び駐車場使用料

県営住宅の過去５年間の収支実績

小　　計

小　　計

小　　計

合　　計

合併処理浄化槽膜洗浄業務

退去者滞納家賃等収納業務

工事費

社会資本総合交付金

防災・安全交付金

家賃対策調整補助金

合　　計

県営住宅
管理代行
及び管理
業務委託

改良住宅
管理業務
指定管理

ＰＦＩ事業費

長寿命化等対策業務

公営住宅管理システム経費
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(3) 入居者の募集 

県営住宅の入居者の募集については年４回（５月、８月、１１月、２月）の定

期募集と定期募集で申込みがなかった住宅を通年で募集する随時募集の方法で

実施している。 

 １回の定期募集で約５０戸を募集しており、うち約２割を母子・父子世帯、高

齢者世帯、障がい者世帯、多子世帯、炭鉱離職者又は引揚者の世帯を対象とする

優先住宅とし、残りを一般住宅として設定している。同一の住宅の募集に複数の

申込みがあった場合、一般住宅は抽選により当選者を決定し、優先住宅は選考に

より当選者を決定している。 

 

(4) 県営住宅の家賃の決定と家賃の減免又は徴収猶予 

県営住宅の家賃は、毎年度、住宅条例第１７条による入居者の収入の申告によ

り県が認定した収入に基づき、公営住宅法施行令第２条に規定する方法により算

出される（住宅条例第１６条）。また、収入を申告しない入居者については、公

営住宅法施行令第３条の規定により定められた近傍同種家賃が適用される。 

 住宅条例第２８条第１項により、入居者の収入が入居後に住宅条例第６条第１

項第２号に定める収入（原則として所得月額１５万８，０００円）を超え、県営

住宅に引き続き３年以上入居しているときは、知事は当該入居者を収入超過者と

して認定し、収入超過者は県営住宅の明渡しについて努力義務を負う（住宅条例

第２９条）。平成３０年度の収入超過者は２９２名である。 

 また、住宅条例第２８条第２項により、公営住宅の入居者の収入が最近２年間

引き続き公営住宅法施行令第９条に規定する収入（原則として所得月額３１万３，

０００円）を超え、県営住宅に引き続き５年以上入居しているときは、知事は当

該入居者を高額所得者として認定し、高額所得者に対し、期限を定めて当該県営
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住宅の明渡しを請求し、高額所得者はすみやかに県営住宅を明け渡さなければな

らない（住宅条例第３１条）。平成３０年度の高額所得者は１０名である。 

 他方で、知事は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の

減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して知事が定めるところにより当該

家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる（住宅条例第１８条）。 

一 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。 

二 入居者又は同居者が病気にかかったとき。 

三 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 

四 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。 

 

(5) 入居の承継 

住宅条例第１５条により、入居者が死亡し又は退去した場合において、その死

亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き県営住宅に居住しよ

うとするときは、当該入居者と同居していた者は、知事の承認を受けなければな

らない。平成３０年度の入居の承継実績は２９件である。 

 

(6) 退去時の修繕 

住宅条例第２１条第１項第１号により、畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふ

すまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他附帯施設の構造上重要

でない部分の修繕に要する費用は、原則として入居者の負担とされている。 

 住宅条例第４０条により、入居者は、県営住宅を明け渡そうとするときは、当

該明渡し日の１０日前までに知事に届け出て、県営住宅監理員又は知事の指定す

る者の検査を受けなければならないところ、通常の損耗とは認められない損傷の

修繕費用については、公社が管理する県営住宅においては、検査当日に公社に現

金で支払うことになっており、住宅条例第２０条に定める敷金からの差引きは実

施していない。なお、ＰＦＩ株式会社が管理する県営住宅については、退去者が

修繕業者を手配し、退去者が直接修繕業者に修繕費を支払っているため、ＰＦＩ

株式会社が修繕費を預かることはない。 

 

(7) 駐車場の使用 

住宅条例第５３条により、県営住宅の駐車場を使用しようとする者は、知事の
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許可を得なければならない。県営住宅の駐車場を使用しようとする者は、駐車場

の使用許可の申請をし、知事が駐車場の使用者として決定し、通知をする（住宅

条例第５５条）。駐車場の使用者は定められた駐車区画に駐車しなければならず、

毎月駐車場の使用料の支払の他に、駐車場の使用開始時の使用料の３月分に相当

する額の保証金を納める必要がある（住宅条例第５９条）。 

 

 

２  監査の結果及び意見 

県営住宅に関する施策について監査を実施した結果、次のとおり、指摘及び意見 

を述べることとする。 

 

(1) 家賃等の滞納者への対応について 

ア 家賃及び使用料の滞納状況について 

平成３０年度の家賃の滞納総額は合計２億４，０３１万４，０２１円である。

入居中の滞納者（合計６３０名）のうち家賃滞納月数は最大で４６月、滞納合

計金額は最大１１７万９，６００円である。また、１２月以上の滞納者は５１

名である。退去済みの滞納者（合計６１３名）のうち、家賃滞納月数は最大で

１９０月、滞納合計金額は最大３７３万５，０００円である。他方で、１，０

００円未満の滞納者が２１名存在する。 

 

平成２６年度からの５年間の滞納額の推移は以下のとおりである。 

年度   滞納額（千円） 現年度徴収率（％） 

平成 26 年度 252,375 98.19 

平成 27 年度 247,100 98.13 

平成 28 年度 242,559 98.18 

平成 29 年度 236,419 98.53 

平成 30 年度 240,314 98.23 

 

 平成３０年度の滞納額（２億４，０３１万４，０２１円）の内訳は現年度が

１，９７２万７，６３０円、過年度が２億２，０５８万６，３９１円であり、

過年度分の滞納割合が高く、また、特定の入居者及び退去者によって高額の滞
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納が生じている。 

 

イ 入居中の滞納者への対応について 

県では、徳島県営住宅家賃滞納整理事務処理要綱（以下「滞納処理要綱」と

いう。）を作成し、以下のとおり滞納者へ対応をしている。 

 

    

           （徳島県営住宅家賃滞納整理事務処理要綱 別表１） 

 

 １５万円以上の滞納又は９か月以上の滞納によって「訴訟対象候補者」とな

り、判定会議において、使用許可の取消し、訴訟提起、強制執行が検討される

ことになる。 
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 平成２６年度から平成３０年度までの法的措置等の状況は、以下のとおりで

ある。 

 

 

 住宅条例第４１条第１項第２号及び第１２条第２項によれば、「家賃を３月

以上滞納したとき」は、知事は県営住宅の使用許可を取り消し、明渡しを請求

することができるところ、滞納処理要綱によれば、「訴訟対象候補者」となる

のは１５万円以上又は９か月以上の家賃を滞納した場合であり、住宅条例との

間で乖離が生じている。 

 また、平成３０年度には使用許可の取消し実績はなく、平成２９年度の使用

許可の取消しも３件のみで、使用許可の取消し時点での滞納月数は各々１８月、

１９月及び２０月であり、使用許可の取消しまでに相当の時間を要している。 

 この点、連帯保証人については、民法第４４７条により「保証債務は、主た

る債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものを

包含する」ため、滞納者が退去するまでの間の滞納家賃を保証しなければなら

ず、かつ、連帯保証人は知事に代わって滞納者に対して使用許可を取り消して

明渡しを求めることもできないため、連帯保証人が想定しない高額の保証債務

を負う可能性がある。 

 他方で、連帯保証人に対しては、家賃の消滅時効期間が民法第１６９条によ

り５年であるため、５年遡った滞納家賃までは連帯保証人に請求可能であると

考えられるものの、東京高裁判決平成２５年４月２４日は「賃借人が賃料不払
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を続けながら区営住宅賃貸建物を明け渡さない事態が生じた場合には、賃貸人

は、保証人の支払債務が保証契約に即して通常想定されるよりも著しく拡大す

ることを防止するため、保証人との関係で、解除権等の賃貸人としての権利を

状況に応じて的確に行使すべき信義則上の義務を負うところ、賃貸人が権利行

使を著しく遅滞したときは、著しい遅滞状態となった時点以降の賃料ないし賃

料相当損害金の保証人に対する請求は、信義則に反し、権利の濫用として許さ

れない。」と判示し、地方公共団体の連帯保証人に対する請求のうち、３年を

超える滞納家賃の部分の請求を権利の濫用として棄却している。 

 滞納者の自主的な退去が望めない場合、使用許可を取り消した上で、住宅明

渡請求訴訟を提起し、明渡しが認められた判決を債務名義として住宅明渡しの

強制執行を申し立て、強制執行により明渡しが完了する。強制執行により明渡

しまでに至る期間は滞納者の対応によって長短があるものの、訴訟提起の時点

から１年を超える期間も想定されるため、連帯保証人への請求との関係では、

少なくとも滞納月数が１２月に達した時点で速やかに「訴訟対象候補者」とし

て対応する必要があると考えられる。 

 本来、県営住宅の家賃は主に入居者の収入に応じて決定されているため支払

が困難な家賃ではないことや、仮に支払が困難な事由が発生すれば住宅条例に

おける家賃の減免規定の適用によって滞納家賃の発生を抑制することも可能

であり、他方で、住宅条例第４１条第１項第２号が３月の滞納で使用許可の取

消しを可能としていることを鑑みれば、現在の使用許可の取消しまでに至るま

での期間は長きに失すると評価せざるを得ない。 

 殊に、民法改正により、令和２年４月１日以降、新たに締結等を行う連帯保

証契約については、極度額を定めなければならないところ（改正民法第４６５

条の２）、県は、一定の場合を除き、連帯保証人制度を継続することにしてい

るが、極度額を定めた連帯保証人に対しては、極度額を超える滞納家賃を請求

することはできないことになる。 

 この点、公営住宅のセーフティネットとしての役割から、滞納する入居者に

対しても、一定の配慮が必要であること自体は否定し難いため、むしろできる

だけ早期に滞納が発生している要因を分析し、生活困窮等、福祉的対応が必要

なケースについては、より積極的に関係機関と連携して入居者への支援を実施

し、生活の立て直しとともに滞納の解消を図るべきであるが、そうした対応を
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必要としない単なる滞納案件については、滞納処理要綱を見直し、遅くとも滞

納家賃の月数が１２月に達した場合には、速やかに使用許可を取り消し、法的

措置を含め速やかに明渡しを求めるべきである。 

 

（意見２５） 

 滞納処理要綱を見直し、できるだけ早期に滞納が発生している要因を分析し、

福祉的対応が必要なケースについては、より積極的に関係機関と連携して入居

者への支援を実施し、生活の立て直しとともに滞納の解消を図るべきであり、

福祉的対応等を要しない滞納案件については、遅くとも滞納家賃の月数が１２

月に達した場合には、速やかに使用許可を取り消し、法的措置を含め速やかに

明渡しを求めるべきである。 

 

ウ 退去した滞納者への対応について 

家賃滞納者が県営住宅を退去した後の滞納家賃のうち、退去後６月までに回

収できないものについては、平成１８年度から外部の債権回収業者へ回収を委

託しているところ、平成３０年度までの回収金額合計は約１，３３０万円であ

る。債権回収業者は、退去した滞納者へ督促をして回収を図るところ、回収が

功を奏さない場合は、滞納処理要綱によれば、再び県において、退去後５年間

までの間、電話、督促状の送付又は訪問による請求を実施している。また、退

去した滞納者のうち、勝訴判決を取得し、勤務先が判明している者については

給与差押をしている。 
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           （徳島県営住宅家賃滞納整理事務処理要綱 別表３） 

 

 平成３０年度に退去した滞納者に対して、訴訟提起及び強制執行を実施した

実績はない。また、過去５年間の給与差押実績は１件である。 

 この点、地方自治法施行令第１７１条の２は次のとおり規定している。 
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【地方自治法施行令第１７１条の２】 

普通地方公共団体の長は、債権（地方自治法第２３１条の３第３項に規

定する歳入に係る債権（以下「強制徴収により徴収する債権」という。）

を除く。）について、地方自治法第２３１条の３第１項又は前条の規定に

よる督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次

の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第１７１条の５の

措置をとる場合又は第１７１条の６の規定により履行期限を延長する場

合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

（１）担保の付されている債権（保証人の保証がある債権を含む。）に

ついては、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競

売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行

を請求すること。 

（２）債務名義のある債権（次号の措置により債務名義を取得したもの

を含む。）については、強制執行の手続をとること。 

（３）前２号に該当しない債権（第１号に該当する債権で同号の措置を

とつてなお履行されないものを含む。）については、訴訟手続（非

訟事件の手続を含む。）により履行を請求すること。 

 

 

 同条の「相当の期間」については、地方自治法等の法令で具体的に規定され

ていないものの、一般的にはおおむね１年を限度（松本英昭著「逐条地方自治

法第９次改訂版」１，０３６頁）とされている。 

 前記のとおり、県では、督促を繰り返しているものの、訴訟提起及び強制執

行については、近年は、ほぼ行われていない。そもそも、滞納処理要綱におい

ては、訴訟対象者は入居者に限られており、自主的に退去した滞納者について

の訴訟提起は想定されていない。なお、地方公共団体が訴訟提起をする場合、

地方自治法第９６条第１項第１２号により議会の議決が必要であるところ、県

では昭和４２年１０月９日の議決により「法第１８０条第１項の規定による知

事の専決処分事項」として「県営住宅（改良住宅を含む。）に係る家賃の請求

並びに明け渡し請求等に関する訴の提起、和解及び調停に関すること。」が指
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定されており、知事の専決で訴訟提起が可能である。 

 この点、最高裁判決平成１６年４月２３日は「地方公共団体が有する債権の

管理について定める地方自治法第２４０条、地方自治法施行令第１７１条から

第１７１条の７までの規定によれば、客観的に存在する債権を理由もなく放置

したり免除したりすることは許されず、原則として、地方公共団体の長にその

行使又は不行使についての裁量はない。」と判示しており、地方自治法施行令

第１７１条の２の規定からは、特別の事情が認められる場合を除いて、訴訟提

起及び強制執行を行うことが求められている。なお、現在、強制執行の対象に

ついて、滞納処理要綱別表３「退去滞納者等に対する対応」において、「給与

差押」と記載されており、他の強制執行の対象は明示しては記載されていない

が、給与以外の預貯金や動産等を強制執行の対象から除外する合理的理由はな

い。 

 したがって、現在の退去した滞納者に対する対応は、督促時点で既に判決を

取得している極めて稀な場合を除いて、消滅時効期間内の督促までしか想定さ

れておらず、督促だけで消滅時効期間を徒過する結果となっており、地方自治

法施行令第１７１条の２の規定による手続を行うべきであり、滞納処理要綱の

内容を見直さなければならない。 

 

（指摘１） 

 退去した滞納者について、督促後１年以内に滞納が解消されないときには、

その間に履行延期の特約又は滞納家賃が少額であること等を理由に徴収停止

措置をとった場合その他特別な事情があると認める場合を除いて、原則として

訴訟提起をし、強制執行を実施すべきである。 

 

エ 分納誓約について 

県では、家賃滞納者が分割払を希望する場合に、滞納家賃額確認書兼誓約書

の提出を受けて分割払を認めているものの、地方自治法施行令第１７１条の６

の履行延期の特約又は地方自治法第９６条第１項第１２号若しくは専決に基

づく和解は行っていない。滞納処理要綱によれば、①滞納家賃が１５万円未満

の場合、原則として、分納回数を１２回以内とし、毎月１回、当月家賃とは別

に分納、②滞納家賃が１５万円以上の場合、原則として、滞納家賃の半額程度
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を一括で納付し、残余の滞納家賃について、分納回数を１２回以内とし、毎月

１回、当月家賃とは別に、分納、と規定されている。 

 この点、地方自治法施行令第１７１条の６は、履行延期の特約をする場合に

は、「債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。」（同条第１項第１号）

や「債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その

現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると

認められるとき。」（同条同項第２号）等の要件を満たす必要がある。現在、県

では分納計画を立てる際に、収入申告時に提出された資料（所得の有無、学生・

扶養関係等にかかわらず１６歳以上の入居者全員分の所得、課税証明書）及び

滞納者からの聞き取りの情報を元にしている。しかしながら、収入申告時に提

出された資料に基づいて算出された家賃が滞納になっていることから、既に収

入申告時と異なる状況になっていると考えられるため、滞納者から収入状況等

の聞き取りを行うと共に、最新の収入状況を裏付ける資料（最新の給与明細書

や通帳の写し等）を確認する必要がある。 

 さらに、滞納処理要綱の原則とは異なり、滞納家賃の半額程度を一括で納付

することや、１２回以内の分納計画とは異なる長期の分納計画も散見される。

この点については、県営住宅は低収入の入居者が想定されるため、支払原資が

乏しく、滞納処理要綱の原則では、支払可能な範囲に収まらない場合があるこ

とを示唆している。 

 また、分納を認めた場合に、滞納者との間で分納についての合意書等の書面

が作成されておらず、滞納者が分納を履行しないケースも散見される。地方自

治法及び地方自治法施行令によれば、滞納者の分納を認める場合には、履行延

期の特約又は地方自治法第９６条第１項第１２号若しくは専決に基づく和解

の手続が必要であるところ、現在は、当該手続によることなく、法的根拠に基

づかずに分納を認めている。しかし、法令上、前記法令の規定を根拠に分納を

認めることが求められており、法的根拠に基づかない分納については法令上許

容されていないと考えられることから、現在県において収入申告時に提出され

た資料、滞納者からの聞き取り及び滞納家賃額確認書兼誓約書の提出のみで分

納を認めていることは、履行延期の特約や和解による分納を求めている上記法

令に基づかない措置であり、法令に則ったものではない。 

 したがって、滞納者へ分納を認める場合には、履行延期の特約又は地方自治
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法第９６条第１項第１２号若しくは専決に基づく和解の手続をとらなければ

ならない。そして、かかる手続をとったことを明確にするために、滞納家賃額

確認書兼誓約書を徴求するにとどまっている現在の運用を改め、合意書等の書

面を作成する等の改善が必要である。あわせて、滞納者が入居者である場合に

は、分納を怠ったときや新たに発生する家賃について滞納が発生したときに備

える必要がある。そのため、例えば、分納を怠ったときや新たに発生する家賃

を滞納したときには、速やかに入居中の県営住宅を明け渡すことを、分納を認

める条件とし、その旨を合意書に明記すべきである。 

 さらに、分納期間が長期間に及ぶ場合には、滞納者による分納の不履行や新

たに発生する家賃の滞納の可能性が高まる。もっとも、合意書等の当事者作成

の書面のみでは訴訟手続を経なければ強制執行手続をとることができない。そ

のため、即時の強制執行手続を可能とするために、入居者等との合意内容を予

め債務名義化すべきである。この点について、分納の不履行や新たに発生する

家賃の滞納を理由に県営住宅の明渡しを求める場合には、公証人が作成する執

行証書は金銭の給付を目的とする債権に限られるため、裁判所における訴えの

提起前の和解手続（即決和解）により債務名義を作成する必要がある。この点、

県では、県営住宅について、専決による和解が可能であり、即決和解であれば

手続費用も低廉である上、原則１回の出頭で和解が成立するため、経済性迅速

性の観点からも、後日、訴訟を提起して判決を取得することに比し、県の負担

は小さい。したがって、長期の分納を認める際には、分納を怠ったときや新た

に発生する家賃を滞納したときに速やかに入居中の県営住宅を明け渡すこと

を条件とした上で、当該合意内容について即決和解を利用して債務名義化する

ことを検討すべきである。 

 また、公営住宅のセーフティネット機能に鑑みれば、滞納処理要綱を見直し、

できるだけ早期に滞納が発生している要因を分析し、福祉的対応が必要なケー

スについては、より積極的に関係機関と連携して入居者への支援を実施し、生

活の立て直しとともに滞納の解消を図るべきである。また、分納により滞納の

解消を図る場合については、入居者の収入等の実態に見合った分納計画を定め

るべきである。 
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（意見２６） 

 滞納処理要綱を見直し、できるだけ早期に滞納が発生している要因を分析し、

福祉的対応が必要なケースについては、より積極的に関係機関と連携して入居

者への支援を実施し、生活の立て直しとともに滞納の解消を図るべきである。 

 

（指摘２） 

 滞納者へ分納を認める場合には、履行延期の特約又は地方自治法第９６条第

１項第１２号若しくは専決に基づく和解の手続をとらなければならず、かかる

手続をとったことを明確にするため、現在の運用を改め、合意書等の書面を作

成するべきである。あわせて、滞納者が入居者である場合には、分納を怠った

ときや新たに発生する家賃について滞納が発生したときに備える必要がある。

そのため、例えば、分納を怠ったときや新たに発生する家賃を滞納したときに

は、速やかに入居中の県営住宅を明け渡すことを分納を認める条件とし、その

旨を合意書に明記すべきである。 

 さらに、長期の分納を認める際には、分納を怠ったときや新たに発生する家

賃を滞納したときに速やかに入居中の県営住宅を明け渡すことを条件とした

上で、当該合意内容について即決和解を利用して債務名義化することを検討す

べきである。 

  

オ 連帯保証契約の解除について 

県営住宅の入居予定者は、特別の事情が認められない限り、入居の許可があ

った日から１０日以内に、入居予定者と同程度以上の収入を有する者で知事が

適当と認める連帯保証人２名（うち１人は、現に県内に居住している者）を確

保し、連帯保証人と連署の請書を提出しなければならない（住宅条例第１３条）。

入居予定者が連帯保証人２名を確保できない場合、入居の許可が取り消される

ことになるため、連帯保証人２名の確保が県営住宅の入居の条件になっている。 

 連帯保証人について、住宅条例は、連帯保証契約の解除についての規定を設

けていない。また、民法その他の法令においても、県営住宅における連帯保証

人からの連帯保証契約の解除を認める明文の規定は存在しない。したがって、

一度連帯保証人になると、入居者が県営住宅を退去しない限り、連帯保証人は

入居者の居住中の家賃等の債務を保証しなければならず、連帯保証人自らが連
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帯保証契約を解除することはできない。 

 他方で、県では連帯保証人が連帯保証契約の解除を申し出た場合、運用とし

て新たな連帯保証人を確保した場合や申し出時点の滞納家賃等の債務を全額

支払った場合には連帯保証契約の解除を認めている。もっとも、当該運用は連

帯保証人に予め通知しておらず、連帯保証人が県に相談して初めて適用される

運用である。 

 現在の連帯保証契約の解除の運用については、特に滞納家賃等の債務全額を

支払った上で連帯保証契約を解除する場合には、連帯保証契約の解除後の債務

については、連帯保証による履行ができず、県にとって不利益となる。したが

って、地方自治法第２条第１６項の趣旨からも、明文の根拠なく連帯保証契約

の解除を認めることは好ましいことではない。 

 また、現在の連帯保証契約の解除の運用については、県に相談をした連帯保

証人だけが知り得る運用であり、他の連帯保証人との間で著しい不公平が生じ

ており、公平な運用とは言い難い。 

 この点、先般、国土交通省が発表した公営住宅のモデル条例案においては、

連帯保証制度は廃止されており、前述したとおり、令和２年４月１日以降、新

たに締結等を行う連帯保証契約については極度額を定めることが求められて

いる。 

 したがって、連帯保証制度を継続するのであれば、連帯保証契約を解除する

要件や手続について、住宅条例に明記し、連帯保証人に対しても、文書等で周

知すべきである。 

 

（意見２７） 

 連帯保証契約を解除する要件や手続について、住宅条例に明記し、連帯保証

人に対しても、文書等で周知すべきである。 

 

カ 連帯保証人制度の見直しについて 

前記オのとおり、県営住宅の入居者は、原則として、２名の連帯保証人を確

保しなければならない。他方で、低所得で身寄りのない高齢者等、民間の賃貸

物件を借りることが困難な住民にとって県営住宅への入居が困難になり、県営

住宅のセーフティネットとしての役割が果たされないおそれがある。 
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 連帯保証人の役割については、主に滞納家賃の支払であるところ、県営住宅

の家賃は、制度上、原則として入居者の所得に応じて定まっており、さらに、

住宅条例第１８条によれば、入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき

等、特別の事情がある場合には、家賃の減免又は徴収の猶予も可能であり、本

来であれば、入居者に正当な理由があるにも関わらず、家賃の滞納が発生する

ことはない。他方で、入居者が正当な理由なく家賃を滞納した場合は、県は、

県営住宅の使用許可を取り消して、明渡しを求めるべきであり、県が、住宅条

例に則り家賃の滞納者に対して適切に対応していれば、長期間の家賃の滞納は

発生せず、短期間の家賃の滞納であれば、履行延期の特約によって、入居者だ

けで滞納の解消が十分に期待できる。 

 この点、県は、住宅条例の改正により、身寄りのない高齢者やひとり親世帯

等の住宅の確保が難しい世帯については、連帯保証人を不要とする方向で検討

しているとのことである。急速に人口減少が進むとともに、単身世帯が増加し

ている本県の現状に鑑みれば、連帯保証人を求めることが、入居障害となるこ

とは好ましいことではないから、身寄りのない高齢者等について連帯保証人を

不要としようとする県の方向性は高く評価されるべきである。 

 もっとも、制度上、入居者に正当な理由があるにもかかわらず、家賃の滞納

が発生することはないのであり、また、正当な理由なく家賃を滞納した場合に

は速やかに明渡しを実現すれば、長期間の家賃の滞納は発生せず、入居者のみ

で滞納の解消が期待できるのであるから、県営住宅全般において連帯保証人の

必要性は必ずしも高くはない。そもそも、公営住宅法において、連帯保証人が

要求されていないにもかかわらず、住宅条例で連帯保証人を要求することで、

公営住宅法の目的である「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生

活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低

廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増

進に寄与すること」が阻害されてはならず、前述したとおり、先般、国土交通

省が発表した公営住宅のモデル条例案においては、連帯保証人制度は削除され

ている。 

 また、令和２年４月１日から施行される民法において、新たに連帯保証人に

は極度額を定めなければならない一方で、改正前の民法が適用される連帯保証

人には極度額が定められていないため、保証の範囲の異なる連帯保証人が併存
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することになり、連帯保証人の管理事務の負担が大きくなることが見込まれる。

そのため、連帯保証人の廃止については、新規の連帯保証人についてのみでは

なく、現在の連帯保証人についても遡及させることが、公平性の観点からは好

ましいと考える。 

 

（意見２８） 

 県の連帯保証人に関する住宅条例の改正の方向性については、急速に人口減

少が進むとともに、単身世帯が増加している現状に鑑みれば、高く評価でき、

さらに、改良住宅を含む全ての県営住宅において連帯保証人を廃止する方向で

の住宅条例の改正を検討されたい。なお、連帯保証人の廃止については、新規

の連帯保証人についてのみではなく、現在の連帯保証人についても遡及させる

ことが、公平性の観点からは好ましいものと考える。 

 

キ 相続人への請求について 

家賃を滞納したまま退去した者が死亡した場合、滞納家賃は金銭債務である

ため、法定相続分に従い、当然に退去者の相続人に承継される。また、連帯保

証人が死亡した場合、入居中であれば連帯保証人の地位を連帯保証人の相続人

が相続し、退去後であっても滞納家賃が存在する場合には、当該滞納家賃の保

証債務を連帯保証人の相続人が相続する。 

 しかしながら、県では、家賃を滞納したまま退去した者や連帯保証人が死亡

したことを把握した場合に、相続人調査を行っておらず、最新の債務者と債務

の額を把握していない。なお、滞納処理要綱によれば、滞納者が死亡した場合

は、相続人に対して請求を行う、と明記されている。 

 したがって、退去した滞納者及び連帯保証人の死亡が判明した場合には、原

則として、速やかに相続人調査を行い、相続人に対して法定相続分に応じた請

求を行う必要がある。ただし、後記（指摘４）のとおり、不納欠損処理による

債権放棄をすべき場合については、仮に相続人調査を実施したとしても、結局

は不納欠損処理されることになるため、費用対効果の観点からも不納欠損処理

による債権放棄すべきケースかどうかの調査を先行すべきであり、直ちに相続

人調査までは要しない。 
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（指摘３） 

 債務者及び債権額の特定は債権管理の基本であり、退去した滞納者及び連帯

保証人の死亡が判明した場合には、後記の（指摘４）記載の①、③及び④の要

件を満たさないときには、速やかに相続人調査を行い、相続人調査の結果、（指

摘４）②の要件を満たさないときには、相続人に対して法定相続分に応じた請

求を行われたい。 

 

ク 不納欠損処理と債権放棄について 

県は、県営住宅を退去後５年以上又は滞納家賃請求訴訟の判決確定後１０年

以上（消滅時効の期間）が経過し、かつ、名義人が既に死亡・破産・行方不明

等の場合は、事実上、債権回収することが困難であると考えられるため、不納

欠損処分対象者として不納欠損処分の検討を行うこととしている。 

 県は、不納欠損処分を行う際に、地方自治法第９６条第１項第１０号に基づ

き議会の議決による債権放棄を行い、平成３０年度には７件１９０万８，５７

０円を不納欠損にしている。７件の内訳は以下のとおりである。 

 

退去年月日 退去者死亡日 保証人死亡日 滞納額(円） 

① 平成 14 年 6 月 30 日 平成 14 年 9 月 13 日 平成 27 年 1 月頃 11,500 

② 昭和 55 年 9 月 1 日 平成 28 年 5 月 28 日 平成 1 年 5 月 29 日 5,200 

③ 平成 20 年 6 月 30 日 平成 24 年 12 月 24 日 昭和 48 年 11 月 16 日 8,400 

④ 昭和 57 年 3 月 1 日 平成 27 年 5 月 19 日 平成 10 年 1 月 9 日 20,400 

⑤ 昭和 57 年 9 月 1 日 昭和 52 年 1 月 14 日 平成 20 年 7 月 29 日 4,200 

⑥ 平成 20 年 5 月 31 日 平成 9 年 10 月 27 日 平成 16 年 2 月 20 日 780,600 

⑦ 平成 12 年 12 月 31 日 昭和 63 年 10 月 4 日 平成 30 年 3 月 28 日 1,078,270 

 

上記７件のうち、退去日が昭和５０年代のものが３件あり、滞納額が１万円

未満のものも３件ある。前述のとおり、名義人や連帯保証人の相続人調査を行

っておらず、督促も長期間行われていない。 

 数万円や数千円程度の少額債権を長期間管理することは合理的ではなく、徴

収停止措置をとるべきであり、高額債権については、速やかに訴訟提起及び強

制執行を行うべきところ、相続人調査を行って督促することすら怠り、漫然と
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退去者及び連帯保証人の死亡まで管理を継続している。なお、滞納処理要綱に

よれば、１，０００円未満の少額債権については、債権放棄の対象となると規

定しているものの、実際に債権放棄は行われておらず、そもそも１，０００円

未満との基準は少額に過ぎると考えられる。 

 県営住宅を退去後５年以上又は滞納家賃請求訴訟の判決確定後１０年以上

（消滅時効の期間）が経過した場合、消滅時効の経過期間中に時効の中断事由

が存在しなければ、滞納家賃についての債権は消滅時効が完成する。そして、

私債権である滞納家賃についての債権は債務者の時効の援用により消滅する

ところ、通常であれば債務者は援用を希望する可能性が高い。したがって、滞

納家賃についての不納欠損処理のための債権放棄に必要な要件として、消滅時

効期間の経過に加えて、名義人が既に死亡・破産・行方不明等を不納欠損処理

のための債権放棄に必要な要件とすることは、不合理であり、消滅時効期間の

経過だけで不納欠損処理のための債権放棄に必要な要件とすることが合理的

である。他方で、死亡・破産・行方不明については、個別の不納欠損処理の際

の債権放棄の要件とすべき事由である。また、少額債権については、時効完成

を要件とせずに、徴収停止措置の後に一定期間経過後に速やかに債権放棄によ

る不納欠損処理を可能とすべきであり、少額債権の金額も現在の１，０００円

未満から概ね１万円未満程度に増額を検討すべきである。 

 

（指摘４） 

 現在の不納欠損処理のための債権放棄に必要な要件については、以下のよう

に個別の要件として改めるべきである。 

  ①債権について消滅時効が完成した場合（債務者が時効の援用をしない特 

   別の理由がある場合を除く。） 

  ②債務者及び連帯保証人がいずれも死亡し、相続人が存在せず、かつ、差 

   し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認 

   められる場合 

  ③破産法第２５３条第１項その他の法令の規定により債務者が当該債権 

   につきその責任を免れた場合（連帯保証人がいる場合は除く。） 

  ④行方不明や少額等により徴収停止の措置をとり、徴収停止の措置をとっ 

   た日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又は 
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   これに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められる場合（連帯 

   保証人がいる場合は除く。） 

 

（意見２９） 

 現在の不納欠損処理のための債権放棄に必要な要件は、事実上回収不能な債

権を長期間管理する必要があり、合理性もないことから、不納欠損処理のため

の債権放棄に必要な要件を改めるとともに、手続としても、議会の議決による

債権放棄だけではなく、債権管理条例を制定し、時効完成や破産免責などの事

由については、長による債権放棄を可能として迅速に不納欠損処理を行えるよ

う検討されたい。 

 

(2) 県営住宅の管理について 

ア 放置自転車等への対応について 

令和元年１０月１３日に金沢団地県営住宅を現地視察した際、県営住宅の敷

地内の植え込みや空き地に放置されている自転車を数台把握した。金沢団地県

営住宅を含む公営住宅は公社に管理委託しているところ、県と公社とが締結し

ている「徳島県営住宅の管理代行に関する契約及び管理業務委託契約書」（以

下「管理代行契約書」という。）第６条によれば、公社は、県営住宅を、その

設置の趣旨に従い、適正かつ良好な状態で管理しなければならないと定められ

ている。 

 他方で、入居者が駐輪場を使用する場合、公社や自治会等への申請や届出な

どの手続は不要であり、放置自転車の対応方針として、自転車の状態によって

放置自転車であると疑われる場合には、自治会が放置場所から当該自転車を移

動させているとのことである。そして、移動させた自転車に概ね２週間程度の

期限を設定して自転車を引き取るよう札を貼り、更に期限までに引取り手がな

い場合には粗大ごみとして自治会が処分することも併せて札に記載している

とのことである。その上で、期限までに引取りのない自転車については自治会

が粗大ごみとして処分しているとのことである。なお、防犯登録証が貼られて

いる自転車や、盗難が疑われる自転車については自治会が警察に届出をしてい

るとのことである。 

 しかしながら、現地視察をした際に把握した放置自転車については、放置か
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ら相当期間経過している可能性が高く、必ずしも前記の対応方針に従った対応

がなされているとは言い難く、幼児等も容易に接触できる位置に放置されてお

り危険な状態にあるため、適正管理の面から速やかに撤去する必要がある。 

    

    

 

（意見３０） 

 公社は、県営住宅を、その設置の趣旨に従い、適正かつ良好な状態で管理し

なければならないのであり、当然、放置自転車への対応も適切に行う必要があ
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り、自治会だけに対応を任せている現状は不適切である。したがって、公社に

指示して、自治会と協力し、放置自転車を撤去し、県営住宅の入居者及び同居

者に対して、駐輪場以外の場所に駐輪しないよう周知を徹底すべきである。ま

た、入居者が駐輪場を利用する場合には、ステッカー等の貼付を求めるなどし

て、放置自転車が入居者の自転車であるか否か、いずれの入居者の放置自転車

であるかを判別する方法を導入すべきである。 

   

イ 無断駐車への対応について 

令和元年１０月１６日に阿南団地県営住宅を現地視察した際、住宅の敷地内

の駐車区画ではない空き地に駐車している車両を複数台把握した。うち１台に

ついてはカーペット状の敷物を設置した上で、敷物上に駐車しており、明らか

に駐車場として使用していた。 

 前記のとおり、県営住宅の敷地に駐車する場合、知事の許可を受け、使用料

や保証金も負担した上で、定められた駐車区画に駐車することが認められてい

るのであり、駐車区画以外の駐車は許されていない。空き地は当該県営住宅の

敷地の奥に存在するため、県営住宅の入居者又は同居者が無断駐車している可

能性が高い。空き地は自治会が管理しており、自治会において過去に無断駐車

を取り締まった実績はあるものの、無断駐車の解消には至っていない。なお、

無断駐車が行われている空き地に、無断駐車に対する警告を示す掲示等は存在

しなかった。 

 阿南団地県営住宅は公社による管理代行が実施されているところ、管理代行

契約書第７条に基づいて作成された「県営住宅管理代行業務等処理要綱」第９．

１には「不正駐車に係る実態調査及び指導」が記載されており、無断駐車への

対応は公社が実施することになっているものの、公社が無断駐車の解消に向け

て措置をとった実績は確認できなかった。なお、令和元年１１月２０日にも確

認したところ、無断駐車の状況に変更はなかったが、現地視察を含めた監査手

続の過程において、公社に対し、駐車区画以外である空き地に駐車している車

両の存在及び撤去の必要性を指摘したところ、その後、県及び公社において、

自治会と調整した上で、駐車車両の撤去及び空き地への車両進入を防ぐ車止め

等の措置を実施しており、一定の改善がみられた。今後、新たに駐車区画外へ

の駐車が発生した場合においても、空き地自体の所有権者は県であり、公社の
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管理業務の一部にもなっている以上、県の財産管理として、県及び公社が無断

駐車の撤去を主体的に行う必要があるため、定期的に無断駐車の有無を確認す

る体制を検討するとともに、入居者において、外来者用駐車場も含めた駐車場

の利用ニーズが高いのであれば、むしろ空き地を駐車場として整備することも

検討されたい。 

   

                    ＜令和元年１０月１６日の状況＞ 

   

                    ＜令和元年１１月２０日の状況＞ 
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                    ＜令和２年２月２８日の状況＞ 

 

 

（意見３１） 

 今後、定期的に無断駐車の有無を確認する体制を検討するとともに、入居者

において、外来者用駐車場も含めた駐車場の利用ニーズが高いのであれば、む

しろ空き地を駐車場として整備することも検討されたい。 

 

ウ 個人情報の管理について 

公社が、令和元年１０月３１日、県営住宅の家賃を滞納している入居者の６

８名及び連帯保証人１１４名に対して、今後の家賃の納入計画を公社での相談

を促すため、「滞納家賃の納入相談通知書」を送付したところ、うち１０名の

連帯保証人については既に連帯保証契約を解除している過去の連帯保証人で

あることが判明し、当該連帯保証人に入居者９名の個人情報（住所・氏名・滞

納状況）が流出した。 

 県及び公社は、県営住宅の入居者の情報について、公営住宅管理システム「住

まいる７」を導入しており、同システムについては、後日の裁判等に備えて、

過去の連帯保証人の情報も保存されていることから、本来であれば現在の連帯
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保証人だけを送付先として抽出しなければならないところ、今回は抽出作業が

不十分であったため、誤って過去の連帯保証人も送付先に含まれてしまったと

のことである。 

 しかしながら、前記のとおり、県の運用によれば連帯保証人と連帯保証契約

を解除する場合には、解除時点での家賃等の債務を全て支払うことが条件にな

っており、連帯保証契約解除時点では家賃等の債務は存在しない。また、連帯

保証人が連帯保証契約締結時に負担すべき債務も他に存在しないことから、

「後日の裁判等に備える」ための具体的な必要性は乏しい。他方で、現在の連

帯保証人と過去の連帯保証人をシステム上、同様に管理し、現在の連帯保証人

だけを別途抽出しなければならない現在の管理方法は、今回に限らず過去の連

帯保証人に対して誤って通知等を送付する温床となりかねない。この点、過去

の連帯保証人について、システムを変更して現在の連帯保証人とは異なる管理

をすることが考えられるものの、敢えてシステムを変更してまで過去の連帯保

証人の情報を管理する必要性は乏しい。 

 

（意見３２） 

 連帯保証契約を解除した連帯保証人の情報については、システム上連帯保証

人の情報から削除すべきであり、現在の連帯保証人の情報だけを管理する体制

にすべきである。 

 

エ 退去修繕費の徴収・管理について 

公社は、県営住宅から退去する際、退去の立会時に住宅内部の損傷状況に対

応して修繕費を現金で徴収し、現金を封筒に入れて、公社内の金庫で保管して

いる。調査日（令和元年１１月１８日）時点の修繕費の預り金は、合計１２２

万６，５００円である。 

 その後、修繕については即時に実施することなく、当該住宅が募集対象とな

った際に修繕を実施し、預かった修繕費から支出している。そのため、退去後

数年が経過していても、修繕が実施されていない住宅もあり、適切な管理とは

言い難い状況にある。なお、平成３０年度の修繕実績は７５戸、１００万９，

５００円である。 

 現在の運用について、県によれば、退去直後に修繕をしても、募集の際に再
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度修繕が必要になるため、修繕費を軽減させるために募集時まで修繕を実施し

ていないとのことであった。 

 しかしながら、修繕は入居者の原状回復義務も含まれており、本来であれば

退去後速やかに修繕を実施し、修繕内容から県と入居者との間の適切な修繕費

の負担を明らかにすべきであるところ、現在の方法では、退去時の立会だけで

積算した預り金が入居者の負担する修繕費として適切な金額であるか否かも

判断できない。また、退去時の住宅の損耗状況によっては、水回り等即時に修

繕をしなければ更なる損耗が生じる可能性もあり、最終的な県の負担が増加す

る可能性もある。 

 なお、住宅条例第２０条第４項ただし書は、「ただし、未納の家賃又は損害

賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。」と規定

しているところ、県では修繕費の敷金からの控除を認めていない。もっとも、

修繕費は、入居者の原状回復義務の履行のための費用であり、原状回復義務に

は、特約のない限り、通常損耗に係るものは含まれないとされている。したが

って、修繕費は、入居者の故意・過失、善管注意義務違反その他通常の使用を

超えるような使用による損耗・毀損を復旧させるための費用であり、損害賠償

金としての法的位置付けを有していると解することができるため、修繕費を住

宅条例の「損害賠償金」として敷金からの控除を認めることは可能であると考

える。 

 また、前記の預り金１２２万６，５００円は、貸借対照表上、資産の部に現

金、負債の部に預り金として計上すべきものであるところ、計上されておらず、

簿外資産、簿外負債となっており、公社の決算書は適正に表示されていない。

また、封筒に入れ、金庫に保管しているという管理状況も適切ではない。 

 なお付言すれば、各地の災害においては、公営住宅の空き室は、即時に被災

者に提供できる住宅として、一時使用住宅ないし仮設住宅として活用されてい

るところ、修繕等がなされないまま空き室となっているのでは、被災者への即

時の提供も困難となる。南海トラフ巨大地震等の大規模災害においては、多く

の住宅難民が発生することが想定されているのであるから、災害への備えとい

う観点からも、早期の修繕対応が必要であると考える。 
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（指摘５） 

 県営住宅から入居者が退去した際には、原則として速やかに修繕を実施し、
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適正な修繕費の負担を退去者に請求すべきであり、敷金から修繕費を精算する

方法も検討すべきである。 

 また、退去した者から将来の修繕に充てるとして預かっている現金について

は、現状、簿外となっているが、決算書に計上すべきである。さらに、封筒に

入れ、金庫に保管している管理状況も適切ではなく、預金口座に入金すべきで

ある。 

 

オ 入居者の募集について 

県営住宅の募集については、前述したとおり、年４回（５月、８月、１１月、

２月）の定期募集と定期募集で申込みがなかった住宅を通年で募集する随時募

集の方法で実施しているが、郵送による受付は実施しておらず、内覧も実施し

ていない。 

 もっとも、県営住宅の入居者は低所得者等が想定されているところ、県庁ま

で出向いて申込みをすることが難しい入居希望者が増加することも考えられ

ることから、例えば、郵送による受付を認めたり、徳島市外にある県営住宅の

集会所等において受付を実施したりするとともに、随時募集の範囲を広げるな

どして、より柔軟な入居者の募集手続が検討されるべきである。また、希望者

については、民間の賃貸住宅と同様に、内覧等を実施することも検討すべきで

ある。 

 

（意見３３） 

 入居者の募集については、郵送による受付を認めたり、徳島市外にある県営

住宅の集会所等において受付を実施したりするとともに、随時募集の範囲を広

げるなどして、より柔軟な入居者の募集手続が検討されるべきである。また、

希望者については、民間の賃貸住宅と同様に、内覧等を実施することも検討す

べきである。 

 

カ 自治会運営及び共用部分の管理について 

県営住宅については、複数又は単独の自治会が設けられ、自治会において、

共益費の回収及び共用部分の清掃等の業務を担っている。 

 この点、視察を実施したＰＦＩ株式会社が管理する県営住宅（万代町団地、
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名東(東)団地）については、いずれも共用部分の清掃等が行き届いていたのに

対し、公社が管理する県営住宅については、共用部分の管理が行き届いていた

県営住宅（矢三野神本団地、鳴門高島団地）と、雑草が広範囲に渡って生い茂

っていたり、放置自転車が散見されたりするなど、必ずしも共用部分の管理が

行き届いていない県営住宅（金沢団地、阿南団地）に分かれた。ただし、ＰＦ

Ｉ株式会社が管理する県営住宅は、いずれも築年数が浅く、また、管理する県

営住宅の数も少なく、徳島市内に集中しているため、管理が行き届きやすい点

は留意されるべきであり、一概に、公社の管理がＰＦＩ株式会社に比べて不十

分だというわけではない。 

 もっとも、意見を聴取した自治会においては、いずれも高齢による担い手の

不足を不安要素として挙げており、共用部分の管理が十分に行き届いていない

県営住宅においては、自治会機能が低下していることがうかがわれる。自治会

が自律的に機能できているのであれば、公社、ＰＦＩ株式会社ないし県による

自治会支援は補充的なもので足りる（視察をした県営住宅においては、共用部

分の管理が行き届いていない県営住宅においても、清掃等については、民間の

賃貸住宅に比べればよくなされており、自治会の果たす役割自体は評価される

べきである。）が、今後は、自治会に、共益費の回収も含めた共用部分の管理

を自律的に委ねることが難しくなることが想定されることから、より積極的な

自治会の運営支援を実施すべきである。 

 また、共用部分については、老朽化した遊具等を撤去しても、新たな遊具等

を設置することなくおかれているケース（金沢団地県営住宅）や、設置した遊

具等が入居者から活用されていないケース（万代町団地県営住宅）も認められ

た。予算上の制約のために新たな遊具等の設置は難しいと推察されるが、県営

住宅に設置された遊具が、近隣の子供の遊び場となっているケースもあり、ま

た、今後、県として、子育て世帯を積極的に受け入れようとするのであれば、

共用部分の利活用は、より積極的に進めるべきであり、例えば、大学やＮＰＯ

等と協働して、全国各地で試みられている官民連携で公営住宅等の団地の再生

を図る、いわゆる団地再生プロジェクトを実施するなど、公営住宅の質を高め

る取組を進めるべきである。 
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（意見３４） 

 県営住宅における自治会の役割は評価されるべきであるが、今後は自治会機

能の低下が想定されることから、より積極的な自治会の運営支援を実施するべ

きである。 

 

（意見３５） 

 例えば、大学やＮＰＯ等と協働して、全国各地で試みられている官民連携で

公営住宅等の団地の再生を図る、いわゆる団地再生プロジェクトを実施するな

ど、公営住宅の質を高める取組について検討し、共用部分の利活用をより積極

的に進めるべきである。 

 

キ 県営住宅における防災対応について 

第２章１「徳島県の住生活を取り巻く状況」において述べたとおり、南海ト

ラフ巨大地震による被害想定については、沿岸部を中心に甚大な被害が発生す

ることが想定されているところ、本県で想定されている甚大な被害をもたらす

災害はこれにとどまらない。例えば、「『とくしま-０(ゼロ）作戦)』地震対策

行動計画（徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画）」では、南海トラフ

のみならず中央構造線活断層地震も想定地震として対象にしており、さらに、

先般、県が公表した最大規模の高潮が発生した場合の浸水想定においては、県

北東部を中心に１０市町の１４．９パーセントが浸水する可能性があるとして

おり、複数の県営住宅が、ハザードマップにおける津波浸水区域内等に建設さ

れていることから、災害への備えは重要である。 

 この点、一部の県営住宅においては、災害備蓄の備えや、避難訓練が実施さ

れており、評価できる。また、担当課の説明によれば、県営住宅においては、

家具の転倒防止措置のための金具を取付けた痕については、原状回復の範囲に

含まれていないとのことであり、阪神・淡路大震災において、多くの被災者が

転倒した家具の下敷きになるなどして死傷したことに鑑みれば、南海トラフ地

震、活断層地震での死者ゼロを目指す県の対応としても、評価できる。 

 もっとも、視察をした万代町団地県営住宅においては、津波浸水区域内に建

てられており、屋上に備蓄倉庫が設けられているにもかかわらず、非常用仮設

トイレを除き、めぼしい災害備蓄の備えがなく、また、避難訓練も実施されて
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おらず、設置されたかまどベンチの使用方法等についても熟知している者がい

ないなど、災害への備えが十分になされているとは言い難い状況にあった。 

 したがって、それぞれの県営住宅の被害想定に応じて、災害備蓄の整備や避

難訓練等の継続的な実施を行うべきである。その際には、実際の入居者を念頭

に必要な災害備蓄の洗い出しを行うとともに、県営住宅に居住する避難行動要

支援者等の支援のあり方や、県営住宅の自治会単位での防災計画の策定等を自

治会と協働しながら進めるとともに、近隣住民との連携（津波避難ビルに指定

されている県営住宅も複数存在する。）も推し進めるべきである。 

 また、家具の転倒防止措置のための金具の取付けについても、原状回復の範

囲に含まれていないことを積極的に明示されているわけではない。したがって、

家具の転倒防止措置のための金具の取付け等について、賃貸住宅においてもよ

り積極的に家具の転倒防止措置がとられることになるよう、原状回復の範囲に

含まれていないことを入居のしおり等に明記し、入居者に推奨すべきである。 

 

（意見３６） 

 それぞれの県営住宅の被害想定に応じて、災害備蓄の整備や避難訓練等の継

続的な実施を行うべきである。その際には、実際の入居者を念頭に必要な災害

備蓄の洗い出しを行うとともに、県営住宅に居住する避難行動要支援者等の支

援のあり方や、県営住宅の自治会単位での防災計画の策定等を自治会と協働し

ながら進め、あわせて近隣住民との連携も推し進めるべきである。 

 

（意見３７） 

 家具の転倒防止措置のための金具の取付け等について、賃貸住宅においても

より積極的に家具の転倒防止措置がとられることになるよう、原状回復の範囲

に含まれていないことを入居のしおり等に明記し、入居者に推奨すべきである。 
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第４章 その他の住宅に関する施策について 

 

１  脱炭素型設備転換支援事業補助金（徳島県ＺＥＨ補助金） 

(1) 事業の概要 

ア 担当課 

環境首都課 

 

イ 事業の内容 

県内に住所を有する個人で、ＺＥＨ（ゼロエネルギー住宅）を新築する又は

購入する若しくは既築住宅を補助対象住宅に改修する者に対して補助を行う。 

 

ウ 補助対象住宅 

国のＺＥＨ補助金を受ける住宅で、県内に本店等を有するＺＥＨビルダー、

プランナーが設計、建築等する住宅のうち、国のＺＥＨ補助金において蓄電シ

ステムの補助を受ける住宅。 

 

エ 補助対象経費及び補助率又は補助額 

国のＺＥＨ補助金における補助対象住宅の設備等及び蓄電システムに要す

る経費で、住宅の設備等については１０万円とし、蓄電システムに要する設備

費の３分の１又は初期実行容量１キロワット時当たり３万円のいずれか低い

金額を加算した額。ただし４０万円を上限とする。 

 

オ 利用実績 

平成２９年度からの制度であるが、平成２９年度の利用実績は４件、平成３

０年度の利用実績は２件、令和元年度の利用実績は申請ベースでは１３件との

ことである。 

 

カ 予算 

平成２９年度、平成３０年度の予算はいずれも１，０００万円であったが、

令和元年度の予算は、過去２年の実績を鑑み、７００万円に変更したとのこと

である。 
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(2) 監査の結果及び意見 

ア  国のＺＥＨ補助金については、平成３０年度までは、蓄電システムを設置し

ない住宅であっても、国による補助を受けることは可能であったが、令和元年

度から、蓄電システムの導入をも要件とする補助金制度（ＺＥＨ＋Ｒ強化事業）

が新設された。前述した令和元年度の県の実績については、いずれもこのＺＥ

Ｈ＋Ｒ強化事業の利用者である。すなわち、国の制度においては、蓄電システ

ムを設置しない住宅への補助と設置する住宅への補助とが複数存在している。 

 しかし、本県の制度においては、国のＺＥＨ補助金を受ける住宅のうち、蓄

電システムを設置する住宅を対象としており、国のＺＥＨ補助金よりも補助の

対象を限定した制度となっている。 

 前記(1)カ記載のように、平成２９年度、３０年度の本県の予算において、

２５件の補助が可能であったが、利用実績は、数件にとどまっている。担当課

によれば「脱炭素社会の実現を目指す本県としては、再生可能エネルギーによ

り自家発電した電力を自ら無駄なく安定的に消費するため、さらには、災害時

の緊急対策としても蓄電池を備えたＺＥＨを普及したい。」とのことである。

確かに蓄電池を利用し、余剰電力を蓄電することは温室効果ガス削減に効果を

発揮するであろうし、災害時の利用も考えあわせれば、蓄電池の普及に意義が

あることに異論はない。しかし、本県における平成３０年度の国のＺＥＨ補助

金の受給実績が１０３件であったにもかかわらず、本制度の利用実績が数件に

とどまっていることに鑑みると、蓄電システムを備えなければ、県の制度にお

いては補助の対象とならない点が、制度利用のネックとなっている可能性もあ

り、そうであるならば、本制度では、脱炭素社会の実現という大目標の達成に

寄与できないということにもなりかねない。なお、国がＺＥＨ＋Ｒ強化事業を

設けたことにより、令和元年度の利用実績が増加したことからすると、蓄電シ

ステムを備えていることを要件としていることが、直ちに制度利用のネックに

なっていたわけではなく、後述するとおり、補助金の額等他の要因がネックに

なっていた可能性もある。いずれにせよ、今後、平成３０年度までの当制度の

利用実績が少なかった理由を検証し、住宅関連業者の意見も踏まえた上で、制

度の再検討が必要である。この点、前述したとおり、国が新たにＺＥＨ＋Ｒ強

化事業を新設したことにより、令和元年度の実績は増加している。この件数の
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増加は、国の既存の制度に比べ、ＺＥＨ＋Ｒ強化事業の補助金が高額であるこ

とと、昨今の災害の増加による防災意識の高まりによるものではないかと推察

される。そうであるならば、災害の発生による防災意識の高まりは、一般に時

間の経過とともに下がっていくものである上、国によるＺＥＨ＋Ｒ強化事業が

終了すれば、補助実績が再び低迷する事態を招来しかねないため、令和元年度

の申請件数を維持し更なる利用を促すためにも、申請件数が改善している現時

点においてこそ、より丁寧な検証を望みたい。 

 

（意見３８） 

 ＺＥＨ補助金については、平成３０年度までの当該制度の利用実績が少なか

った理由について検証し、その要件等について再検討が必要である。 

 

イ  本制度の補助を受けるためには、ＺＥＨビルダー、プランナーが設計、建築

をするという要件があるが、担当課によると、ＺＥＨビルダー、プランナーの

うち、拠点所在地を本県に置く登録者数は８２者、対応可能エリアとして本県

を登録している事業者数は２２６者とのことである。本県に建築士登録をして

いる事業者が８３８者であることを鑑みれば、現状での登録者数が多いとは言

えない。担当課においては「県のホームページはもとより、一般社団法人徳島

県建築業協会、公益社団法人徳島県建築士会及び一般社団法人徳島県建築士事

務所協会に補助金の周知依頼を行っている」とのことであるが、現状の登録者

数及び前記(1)オの利用実績からみると、当制度の普及に関し、専門家の見地

から何らかの問題点等を感じている可能性もある。今後、引き続き、周知活動

を行うとともに、専門家との意見交換を行う必要がある。 

 

（意見３９） 

 ＺＥＨ補助金制度の普及には、ＺＥＨビルダー、プランナーとしての登録者

数の増加及び専門家の理解が必要である。今後、引き続き、周知活動や専門家

との意見交換が必要である。 
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２  徳島県勤労者住宅建設資金貸付制度 

(1) 事業の概要 

ア 担当課 

 労働雇用戦略課 

 

イ 事業の内容 

 県は、勤労者の持家住宅の建設・購入を促進するための必要な資金を貸付け

することで、勤労者福祉の向上に資することを目的に、要綱を定め、昭和５７

年度から徳島県勤労者住宅建設資金貸付制度（以下「本件貸付制度」という。）

を開始している。 

 現在、本件貸付制度における貸付金は５種類存在し、資金名や貸付限度額等

については以下の表１のとおりである。 

【表１】  

資金名 貸付限度額 貸付期間 貸付利率 

有担保長期型貸付金 ４００万円以内 ２０年以内 年２．６０％ 

有担保短期型貸付金 同上 １０年以内 年１．７０％ 

無担保短期型貸付金 同上 同上 年１．９５％ 

有担保長期型貸付金 

（耐震型住宅・ 

バリアフリー住宅） 

１，０００万円 

以内 

２０年以内 年２．５０％ 

有担保短期型貸付金 

（耐震型住宅・ 

バリアフリー住宅） 

同上 １０年以内 年１．６０％ 

 

制度開始時は専ら住宅の建設・購入が目的であったものの、平成２９年度以

降は「空き家の解体」も目的に加えられている。 

 県は、本件貸付制度について、四国労働金庫（以下「四国労金」という。）

との間で「徳島県勤労者住宅建設資金貸付原資の預託に関する契約書」を締結

し、四国労金に対し貸付資金を預託し、四国労金が貸付希望者に対して貸付け

を実行している。 

 平成３０年度の本件貸付制度に係る徳島県勤労者住宅建設資金貸付原資の
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預託に関する契約書によれば、預託金額は１億８，３００万円、預託期間は平

成３０年４月２日から平成３１年３月２９日まで、預託金の利率は年０．０１

パーセントである。 

 

ウ 予算と預託実績の推移 

 県の平成３０年度における本件貸付制度の当初予算は７億２，６００万円で、

四国労金への預託額実績は契約書記載のとおり１億８，３００万円であり、予

算の残額（５億４，３００万円）は執行されていない。 

 平成１６年度以降の１５年間の本件貸付制度の「当初予算額」、「預託額実績」、

「貸付残高」、「新規件数」及び「新規貸付額」は、以下の表２のとおりである。 

 

【表２】                         （金額単位：千円） 

年度 当初予算額 預託額実績 貸付残高 新規件数 新規貸付額 

平成 16 年度 310,000 260,000 430,206 27 66,480 

平成 17 年度 31,000 26,000 417,187 31 68,730 

平成 18 年度 31,000 26,000 372,271 15 35,160 

平成 19 年度 31,000 26,000 311,600 3 11,000 

平成 20 年度 26,000 26,000 241,379 2 5,400 

平成 21 年度 26,000 26,000 187,540 0 0 

平成 22 年度 26,000 26,000 141,577 3 7,300 

平成 23 年度 26,000 26,000 99,867 0 0 

平成 24 年度 26,000 26,000 69.344 1 3,000 

平成 25 年度 26,000 26,000 43,823 0 0 

平成 26 年度 726,000 726,000 24,753 0 0 

平成 27 年度 726,000 304,000 13,926 0 0 

平成 28 年度 726,000 304,000 7,973 0 0 

平成 29 年度 726,000 183,000 4,820 0 0 

平成 30 年度 726,000 183,000 3,656 1 690 
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予算については、平成１６年度は年３億１，０００万円、平成１７年度から

平成１９年度までの間は年３，１００万円、平成２０年度から平成２５年度ま

での間は年２，６００万円であったところ、平成２６年度以降の予算は年７億

２，６００万円に大幅に増額されている。 

 他方で、四国労金への預託額実績は、平成１６年度は年２億６，０００万円、

平成１７年度から平成２５年度までの間は年２，６００万円であったところ、

平成２６年度は予算の増額に伴い年７億２，６００万円に増額されているもの

の平成２７年度及び平成２８年度は３億４００万円、平成２９年度及び平成３

０年度は１億８，３００万円に大幅に減少している。 

 

エ 貸付実績について 

 平成１６年度の新規の貸付件数は２７件であったところ、平成１９年度以降

は新規の貸付件数は年０件から３件の間で推移しており、平成２５年度から平

成２９年度までの５年間は、新規貸付けは０件であった。平成３０年度は新規

の貸付件数は１件、新規貸付額は６９万円であった。 

 

オ 本件貸付制度の広報について 

 県は、本件貸付制度の広報について、四国労金作成のチラシの企業への送付、

同チラシをホームページ及び「地方公共団体における住宅リフォームに関する

支援制度検索サイト」に掲載、各種イベントでの同チラシの配布等を実施して

いる。 

 また、四国労金においても、取引先事業所内の掲示板にポスターの掲示依頼

やチラシの配布をしている。 

 

カ 本件貸付制度の利用増加に向けた県の取組について 

 県は本件貸付制度の利用増加に向けて、平成２６年度に融資利率を引き下げ、

耐震型住宅・バリアフリー住宅用の貸付けを可能にし、平成２９年度に無担保

短期型貸付金の融資利率を現在の利率まで更に引き下げ、空き家解体に必要な

資金の貸付けも可能になるよう制度を改正している。 
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(2) 監査の結果及び意見 

本件貸付制度については、平成３０年度は１件の新規貸付けがあったものの、

それ以前の５年間について新規貸付けは０件である。また、平成３０年度末の貸

付残高は３６５万６，０００円であり、予算７億２，６００万円のわずか０．５

パーセントしか執行されていない。 

 本件貸付制度の予算については、平成２５年度は２，６００万円であったとこ

ろ、同年度の新規貸付けが０件であったものの平成２６年度には最終的には７億

円増額された７億２，６００万円の予算が確保されている。なお、予算説明資料

の事業の目的には平成２６年度当初予算説明資料から平成３０年度当初予算説

明資料までの「県内の勤労者が、自ら居住するための住宅を新築又は購入あるい

は増改築しようとする場合に、必要な資金を低利で貸し付けることにより、持ち

家住宅の建設を促進して、ゆとりある豊かな生活の実現を支援して勤労者福祉の

向上に資することを目的とする。」との文言がほぼ変わらず記載されている。 

 他方で、四国労金への預託金額については、予算が大幅に増額された平成２６

年度には予算全額が預託されているものの、貸付実績に伴い、平成２７年度には

預託金額は３億４００万円に減少し、平成２９年度には１億８，３００万円に減

少しており、予算と預託金額との間に大幅な乖離が生じている。 

 担当課によれば、将来の南海トラフ巨大地震や中央構造線・活断層地震等の災

害に備えて住宅の耐震化や倒壊のおそれのある空き家解体などの対策が急務で

あり、大規模災害発生後の社会的混乱の中での住宅再建に、迅速かつ円滑に、勤

労者の負担軽減のための施策展開が図れるように必要な予算額を確保している

とのことであった。  

 もっとも、事業目的において「必要な資金を低利で貸し付けること」が挙げら

れているものの、例えば本件貸付制度の有担保長期型貸付金（貸付期間２０年以

内）の融資年利率が固定金利で２．６パーセントであるのに対して、四国労金の

「ろうきんフラット３５」の２０年以下（融資率９割超）は固定金利が１．７７

パーセント（金利適用期間令和元年１２月９日から令和元年１２月１５日まで）

であり、四国労金の他の商品と比較して本件貸付制度が「低利」とは言えなくな

っている。平成２６年度及び平成２９年度に貸付利率を引き下げてはいるものの、

なお民間の金融機関の商品と金利に明確な差がある以上、今後も本件貸付制度に

よる予算規模に見合う貸付けがなされる見通しは極めて厳しいと言わざるを得
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ない。 

 実際にも、近年の貸付実績はほぼ皆無であり、そもそも四国労金への預託金額

が大幅に減少している中で、７億２，６００万円もの予算を確保する必要性はな

く四国労金に対する預託金額との差額である５億４，３００万円が執行される見

込みも乏しいと言わざるを得ない。そして、前述した徳島県の住生活を取り巻く

状況からすると、例えば、本件貸付制度が利用されていないことによって県民の

住宅取得が滞るといった、県民の住生活への影響も認め難い。さらに、四国労金

への預託金額は、毎年、県から預託され、県に返金されるというサイクルを繰り

返しているため、県の近年の決算書においては、歳入として１億８，３００万円、

歳出としても１億８，３００万円が計上されていると考えられるが、実際には制

度の利用者がいないため、決算書と事業の実態が乖離している点も問題である。 

 また、耐震化や空き家解体の必要性そのものは明らかであるものの、本件貸付

制度は、第３次計画においては何ら言及されておらず、県全体の住宅施策の中で

は適切な位置付けがなされているとは言い難い。 

 貸付実績が低迷している原因が民間商品との競争力の差であることからすれ

ば、本件貸付制度が、予算規模に見合うだけの利用がなされる今後の見通しは厳

しいと言わざるを得ず、前述した住生活基本法制定の経緯において述べたとおり、

我が国の住宅政策は、民間による住宅市場の成熟に伴い、住宅市場における官民

の役割分担の見直しが迫られているところ、本件貸付制度についても、抜本的な

見直しがなされるべきである。 

 

（意見４０） 

 徳島県勤労者住宅建設資金貸付制度については、近年ほとんど利用されておら

ず、貸付実績も予算全体のごく一部であり、民間の金融機関の商品と比較しても、

今後、本件貸付制度の大幅な利用は見込まれないことから、抜本的な見直しがな

されるべきである。 

 

なお、将来の大規模災害発生に備えて必要な予算額を確保しているとの説明に

ついては、想定する災害においてどれだけの需要が発生し、本件貸付制度がどの

程度利用される見込みがあるのか具体的な需要予測もなされていない（付言する

に、住宅金融支援機構において、各種災害復興住宅融資制度が、本件貸付制度よ
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りも低金利で整備されている。）ばかりか、大規模災害後に必要とされる様々な

被災者支援施策との連携や調整も検討されておらず、利用実績を遙かに上回る予

算を確保しておく説明としては説得的とは言えない。 
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３  森を木づかう住宅資金貸付制度 

(1) 事業の概要 

ア 担当課 

 林業戦略課新次元プロジェクト推進室 

 

イ 事業の内容 

 県内で自ら居住するための住宅の新築、建売に対して、県産認証木材を梁、

桁に１００パーセント又は全体の５０パーセント以上使用する場合、若しくは

リフォームに対して県産認証木材を５０パーセント以上使用する場合に、県と

金融機関が協調し、１０年固定金利（１．１パーセント）の貸付けを行う。 

 

ウ 利用実績 

 当該制度は平成１９年度に開始されたが、現在までの利用実績は５件とのこ

とである。 

 

エ 予算 

 平成３０年度の予算は２９０万円である。 

 

(2) 監査の結果及び意見 

ア  平成２１年１２月、農林水産省より「森林・林業再生プラン」が公表され、

「１０年後の木材自給率５０％以上」等が目指すべき姿として掲げられた。こ

れを受け、本県では平成２２年１２月に「とくしま木材利用指針」が策定され、

その後、平成２７年度に見直しがされ、今後１０年間で県産材の県内での消費

を２５万立方メートルまで引き上げるといった指針が策定されている（平成２

６年度の県内における県産材消費量実績は約１１万立方メートル）。当該指針

の下、本県では、高性能林業機械の導入、林業従事者の拡充、林道の整備等の

政策が遂行されている。県産材の生産体制の整備は、森林環境のリサイクル、

林業家、製材所、工務店等の産業の充実、ひいては住宅の低コスト化に繋がる

ため、住宅政策にとって重要な課題である。 

 一方で、県産材消費の言わば出口戦略として、民間住宅における政策が、現

状においては当該政策のみであるというのは、その利用実績からして、手薄と
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言わざるを得ない。住宅の建築を計画する者が、当該制度の利用を検討する場

合、県産材の利用割合のハードルを越えたとしても、２つ目のハードル、つま

り借入金利のハードルも存在する。当該制度の金利は、当初１０年間は１．１

パーセントとされており、近年、利用割合が増加している、特にインターネッ

ト専業銀行等の民間金融機関の商品における金利に比較すると不利であるこ

とは否めない。この点に関して担当課においては「民間金融機関における最優

遇金利が適用されない場合、当該制度の金利の方が有利となり、条件面で不利

ではない」とのことである。確かに、そのようなケースも有りうるかもしれな

いが、一般的には、少なくとも当該制度の金利面がアピールポイントとなるも

のではない。 

 当該制度の見通しについて、担当課は「住宅部材としての県産材の使用比率

を上げ、県内の循環利用を促進し、温暖化防止や国土保全など環境保全対策の

一環としても当制度のＰＲを行い、利用拡大を図りたい。」とのことであるが、

現状の制度のままＰＲを強化したとしても、利用実績の拡大は難しいと考える。

民間金融機関における住宅融資獲得競争は、今後、更に激化することが予想さ

れ、インターネット専業銀行等の民間金融機関と金利面や新商品の開発面で競

うことは自治体にとっては難しい面もあると考えられ、当該制度については抜

本的な見直しが必要である。 

 

（意見４１） 

 森を木づかう住宅資金貸付制度については、その利用実績からすると制度の

抜本的な見直しが必要と言わざるを得ず、県産材消費の出口戦略としては、他

の施策の検討も必要である。 

 

 なお、当該制度については、前述した第３次計画の視点２(2)の県産木材に

よる良質な木造住宅の振興等に関わる政策であるところ、第３次計画において

は言及がなされておらず、第３次計画上、適切に位置付けがなされていなかっ

た。前述したとおり、第３次計画は、本県の住宅政策の基本計画なのであるか

ら、第３次計画に位置付けられていなかったことは好ましくなく、第４次計画

の策定に当たっては遺漏なきようにされたい。 
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イ  林野庁が公表している平成２８年度「森林・林業白書」によると「プレカッ

ト材は施工期間の短縮や施工コストの低減等のメリットがあることから、木造

住宅の建築現場において利用が拡大しており、平成２７年には、木造軸組構法

におけるプレカット材の利用率は９１％に達している。」「全国工務店協会が行

った木造住宅における木材の使用状況に関する調査においても、住宅に使用す

る木材の選択に当たり、施主と設計者が相談して決めると回答した工務店の割

合は１９％であるのに対し、施工者がプレカット工場等の木材調達先と相談し

て決めるとした回答は７６％に上っており、使用する木材の選択において、プ

レカット加工業が重要な役割を担っていることがみてとれる」とされている。

つまり、県産材消費の出口戦略としては、建主をターゲットにするよりも、県

内のプレカット加工業者等が、県産材の質、価格、安定的な供給体制等につい

てどのように評価しているのかを把握し、問題点を解消していく施策の方が効

果的であることが想定される。前述したストック重視の施策の中で、県産材の

需要を確保する観点からも、事業者の需要分野ごとの評価を把握することは重

要であり、事業者との意見交換や事業者の意見を反映した県産材消費拡大戦略

の検討が必要である。 

 

（意見４２） 

 県産材の消費拡大に係る施策については、プレカット加工業者等の県産材の

流通に当たって重要な役割を果たす事業者からの高い評価が不可欠であり、事

業者との意見交換や事業者の意見を反映した施策が望まれる。 
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第５章 まとめ 

 

住宅施策に係る事務事業の執行について、県の住宅政策の基本計画である「とくし

ま住生活未来創造計画（第３次徳島県住生活基本計画）」に掲げられている施策を中

心に、外部監査を実施した。 

 第２章冒頭で検討したとおり、徳島県の住生活を取り巻く状況は、今後ますます厳

しくなっていくことが想定されており、住宅政策についてもより難しい舵取りを要求

されることは必定である。また、住宅政策は、国はもとより、市町村や民間とも連携・

協働が必要不可欠であり、県単独では推し進められない政策も少なくない。 

 そうした中、県としても、大勢としては、他の基本計画にも目配りをしながら、第

３次計画を策定し、住宅対策総合支援センターを開設し、空き家判定士制度を設ける

など、各施策を実施し、目標達成に向け努力していることが確認できた。 

 また、県営住宅事業については、後述するとおり、一部に問題がみられたものの、

低所得者等のための住宅の提供という公営住宅の責務と滞納家賃等の回収という、と

きに緊張関係に立つ二つの要請の適切なバランスをとるために腐心されていること

がわかり、全体としてみれば、評価できるものであった。ＰＦＩ事業を利用した県営

住宅事業についても、事業者の選定及び建設に関しては特段の問題は見受けられず、

その運営についても、総じて評価できるものであった。 

 ただし、以下のとおり一部に問題が見られた。以下、主なものについて記載するこ

ととする。 

 

 

１  第３次計画全体について 

(1)  後述するとおり、第３次計画からすれば、住宅政策としても位置付けられるべ

き施策であるにもかかわらず、適切に第３次計画に位置付けられているとは言い

難い施策が見られるため、所管を超えた総合的な連携や調整をより推進していく

必要がある。特に、住宅の質の確保という観点からは、福祉政策との総合的な連

携は不可欠であり、県庁内においても、それぞれの部署が実施する住宅関係の政

策の情報交換や総合調整を実現するために、より横断的な対応を可能とする仕組

みが検討されるべきである。 
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(2)  住生活基本計画は、１０年計画として策定されているものの、実質的には５年

計画と評価できる。そして、第４次計画の策定に当たっては、当然、５年ごとに

国が実施する住宅・土地統計調査を基にすべきではあるものの、昨今の社会情勢

の変化のスピードからすると、各次計画内において、よりきめ細やかなＰＤＣＡ

サイクルの策定（例えば、可能な限り単年度ごと、最低でも、５年計画を前期・

後期に分けた半期ごと）が検討されるべきであり、あわせて住宅・土地統計調査

以外にも達成度合を測ることができる指標が検討されるべきである。 

 また、本県の住生活基本計画の策定に際しては、第１次計画、第２次計画及び

第３次計画共に「住生活基本計画策定委員会」が設置されている。第３次計画策

定に当たっての委員会の議事によれば、様々な観点から議論は行われているが、

次期計画に関する議論が中心であり、前計画の指標の達成度合やＰＤＣＡサイク

ルに関する検証については、委員に対して詳細な資料の提供が行われた上で議論

が行われているとは言い難く、次期計画の策定においては、住生活基本計画策定

委員会に対して、前計画の施策ごとのＰＤＣＡサイクルや指標の達成について検

証資料を提示し、議論が為された上で、次期計画の議論をスタートすべきである。 

 あわせて、計画における指標は、新たな計画策定時に削除されるケースがある

が、その場合は、削除の理由、その後の管理についても、計画において、公表す

べきであるし、新たな指標を設けるのであれば、その理由・背景等についても公

表すべきである。 

 

(3)  本県の住生活基本計画策定においては、各市町村における住生活基本計画を重

要な基礎資料と位置付けるべきであるが、住生活基本計画を策定している市町村

は徳島市のみにとどまっている。県は、各市町村の住生活基本計画の策定を強力

に後押しするとともに、住宅政策における市町村との連携をより密にすべきであ

る。 

 

 

２  第３次計画に掲げられている各施策について 

(1)  いわゆる空き家問題に関しては、今後、空家等対策計画を策定していない市町

村や計画の中身を充実させる必要のある市町村については、県からの更なる支援

が必要である。 
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 また、老朽危険空き家・空き建築物の除却に関しては、着実に成果があがって

いるものの、空き家の利活用に関しては、除却に比較して十分な成果があがって

いるとは言い難く、空き家バンクにおいて提供されている情報は市町村によって

大きく異なっており、比較が難しく分かりづらい。地域の情報やインスペクショ

ン（建物状況調査）等も含め、どのような情報を提供することが中古住宅市場の

活性化に繋がるのか検討し、開示する情報を統一し、分かりやすく伝える等の改

善が必要である。空き家等を生活体験施設や交流施設等に用途を転換する施策に

ついても、事例に基づく情報、ノウハウを県が集約し市町村と共有し、市町村の

ブランディング戦略に県が積極的に支援を行う必要がある。 

 

(2)  ストック活用型市場環境の整備に関する施策については、前述した空き家の利

活用を推進するためにも必要な施策であり、今後、点検、修繕が住宅の価値の維

持にどのように繋がるかについて、住宅の所有者に情報を提供することによって、

住宅の長寿命化の促進を図るべきである。また、適切なＰＤＣＡサイクルを確立

するためにも、成果指標についても適時に検証が可能な指標を検討すべきである。 

 もっとも、徳島県の住生活を取り巻く状況からすると、ストック活用型市場環

境の整備を進めるにしても、今後も相当数の新築住宅が供給される状況は継続す

るものと考えられる。そこで、新築の良質な住宅を建築することにより、将来、

ストックとしての価値が維持されることや環境負荷に配慮した住生活の事例、環

境負荷低減のデータを収集して建築主に提供できるよう、住宅関連事業者へのデ

ータ提供等、具体的な施策の展開を望みたい。 

 インスペクションについても、中古住宅市場の活性化等の施策において非常に

重要な役割を果たすと考えられるため、インスペクションの周知、活用について

積極的な施策の展開が必要である。 

 

(3)  住宅政策は、県民の日々の生活にまさに密着した政策であり、行政からは見え

づらい様々な市場を対象としなければならないため、専門家、地域住民からの不

断の意見聴取は政策目的の実現に不可欠である。官主導の政策から官民連携した

政策への転換を図るためにも、専門家や地域住民から現状についての意見聴取を

行う仕組み作りをするとともに、施策への参画を促すべきである。 
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(4)  県産木材による良質な木造住宅の振興等に関する施策については、今後、住宅

着工戸数の減少が想定される中、県産木材の市場を縮小させないためには、イン

スペクション等を活用し、リフォーム等に県産木材が積極的に使用されることを

目指すなど、ストック重視の施策と適合した施策の展開が必要である。このよう

な施策を展開するためには、県産木材の経年劣化、利用分野ごとの評価、事例、

リフォームによる効果等の基礎データ及びデータを提供する体制、ルール作りも

必要である。 

 さらに、公営住宅の整備等における県産木材の利用を促進することにより、賃

貸住宅リフォームにおける県産木材利用実績等として利用できる可能性もあり、

具体的な施策の推進、分析等が必要である。 

 

(5)  高齢者・子育て世帯等に関する住宅政策については、具体的な成果に結びつい

ていない。そのため、今後の施策の推進方法、適切な指標について検討する必要

がある。また、指標、具体的な施策の策定及び検証に関しては、県の高齢者等に

関する政策全般との連携や調整が必要であると考えられることから、その担当部

署ともより密接な連携がなされることが望まれる。 

 

 

３  県営住宅に関する施策について 

(1)  県営住宅については、まず、その住宅セーフティネット機能としての役割と、

適正な財政執行の調整が重要であるところ、滞納処理要綱を見直し、できるだけ

早期に滞納が発生している要因を分析し、福祉的対応が必要なケースについては、

より積極的に関係機関と連携して入居者への支援を実施し、生活の立て直しとと

もに滞納の解消を図るべきである。また、滞納者への分納を認める場合には、履

行延期の特約又は和解の手続をとらなければならず、かかる手続をとったことを

明確にするため、合意書等の書面を作成すべきである。 

 なお、長期の分納を認める際には、分納を怠ったときや新たに発生する家賃を

滞納したときに速やかに入居中の県営住宅を明け渡すことを条件とした上で、当

該合意内容について即決和解を利用して債務名義化することを検討すべきであ

る。 

 さらに、適切な相続人調査を実施するとともに、福祉的対応等を要しない滞納
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案件については、遅くとも滞納家賃の月数が１２月に達した場合には、速やかに

使用許可を取り消し、法的措置を含め速やかに明渡しを求めるべきである。 

 他方、現在の不納欠損処理のための債権放棄に必要な要件は、事実上回収不能

な債権を長期間管理する必要があり、合理性もないことから、不納欠損処理のた

めの債権放棄に必要な要件を改めるとともに、手続としても、議会の議決による

債権放棄だけではなく、債権管理条例を制定し、時効完成や破産免責などの事由

については、長による債権放棄を可能として迅速に不納欠損処理を行えるよう検

討されたい。 

 また、県の連帯保証人に関する住宅条例の改正の方向性については、急速に人

口減少が進むとともに、単身世帯が増加している現状に鑑みれば、高く評価でき

ることから、さらに、改良住宅を含む全ての県営住宅において連帯保証人を廃止

する方向での住宅条例の改正を検討されたい。なお、連帯保証人の廃止について

は、新規の連帯保証人についてのみではなく、現在の連帯保証人についても遡及

させることが、公平性の観点からは好ましいものと考える。 

 

(2)  県営住宅から入居者が退去する際には、原則として速やかに修繕を実施し、適

正な修繕費の負担を退去者に請求すべきであり、敷金から修繕費を精算する方法

も検討すべきである。 

 また、退去した者から将来の修繕に充てるとして預かっている現金については、

現状、簿外となっているが、公社の決算書に計上すべきである。さらに、封筒に

入れ、金庫に保管している管理状況も適切ではなく、預金口座に入金すべきであ

る。 

 

(3)  県営住宅における自治会の役割は評価されるべきであるが、今後は自治会機能

の低下が想定されることから、より積極的な自治会の運営支援を実施するととも

に、例えば、大学やＮＰＯ等と協働して、全国各地で試みられている官民連携で

公営住宅等の団地の再生を図る、いわゆる団地再生プロジェクトを実施するなど、

公営住宅の質を高める取組について検討し、共用部分の利活用をより積極的に進

めるべきである。 

 

(4)  災害対応の必要性の高まりを受けて、家具の転倒防止措置のための金具の取付
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け等について、賃貸住宅においてもより積極的に家具の転倒防止措置がとられる

ことになるよう、原状回復の範囲に含まれていないことを入居のしおり等に明記

し、入居者に推奨するとともに、それぞれの県営住宅の被害想定に応じて、災害

備蓄の整備や避難訓練等の継続的な実施を行うべきである。その際には、実際の

入居者を念頭に必要な災害備蓄の洗い出しを行うとともに、県営住宅に居住する

避難行動要支援者等の支援のあり方や、県営住宅の自治会単位での防災計画の策

定等を自治会と協働しながら進めるとともに、近隣住民との連携も推し進めるべ

きである。 

 

 

４  その他の住宅に関する施策について 

(1)  脱炭素型設備転換支援事業補助金（徳島県ＺＥＨ補助金）については、必ずし

も利用が普及しているとは言い難い現状にあるが、環境負荷に配慮した住生活の

促進等のためにも重要な施策であるため、平成３０年度までの当該制度の申請件

数が少なかった理由について検証し、その要件等について再検討をするとともに、

今後も引き続き、周知活動や専門家との意見交換が必要である。 

 

(2)  徳島県勤労者住宅建設資金貸付制度については、近年ほとんど利用されておら

ず、貸付実績も予算全体のごく一部であり、民間の金融機関の商品と比較しても、

今後、本件貸付制度の大幅な利用は見込まれないことから、抜本的な見直しがな

されるべきである。 

 

(3)  森を木づかう住宅資金貸付制度については、その利用実績からすると、制度の

抜本的な見直しが必要と言わざるを得ず、県産材消費の出口戦略としては、例え

ば、プレカット加工業者等の県産材の流通に当たって重要な役割を果たす事業者

から高い評価が得られるような施策を実施するなど、他の施策の検討も必要であ

る。 

 

これらの施策については、第３次計画に掲げられている施策として位置付けられ

るべき施策であると考えられるが、同計画において適切な位置付けはなされていな

かった。前述したとおり、同計画が、本県における住宅政策の基本計画であること
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に鑑みると、基本計画に適切に位置付けられていない施策があることは望ましいこ

ととは言えない。 
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